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平成 29年度事業計画基本方針【健康保険事業】の変更点について 

新（平成 29年度） 現（平成 28年度） 変更理由 

Ⅰ．事業計画の基本方針 

○ 協会の基本理念である加入者の健康の維持増進を図

り、質の高い医療サービスを地域で効率的に享受できるよ

う、地域の実情を踏まえ、加入者や事業主の意見を反映

した、自主自律・都道府県単位の運営により、保険者機

能を発揮する。その際、「保険者機能強化アクションプラン

（第３期）」に盛り込まれた以下の考え方に沿って、加入者

や事業主あるいは地域の医療提供体制に対して、協会か

ら直接的に働きかけを行う業務を更に推進する。 

 

 

  第一に、戦略的保険者機能の発展に向けて、「保険者機

能強化アクションプラン（第３期）」の評価・検証結果を次期

保険者機能強化アクションプランに活かすことにより、ＰＤＣ

Ａサイクルの強化を図る。 

 

 

同時に、平成 26 年度に策定し、加入者の健康の保持

増進を図るための協会の事業の重要な柱である「データヘ

ルス計画」については、その柱となる①特定健診・特定保

Ⅰ．事業計画の基本方針 

○ 協会の基本理念である加入者の健康の維持、増進を図

り、質の高い医療サービスを地域で効率的に享受できるよ

う、地域の実情を踏まえ、加入者や事業主の意見を反映

した、自主自律・都道府県単位の運営により、保険者機

能を発揮する。その際、「保険者機能強化アクションプラン

（第３期）」に盛り込まれた以下の考え方に沿って、加入者

や事業主あるいは地域の医療提供体制に対して、協会か

ら直接的に働きかけを行う業務を更に推進するため、平

成 29年度に向けて具体的な施策を着実に実施する。 

 

 第一に、医療等の質や効率性の向上を図るため、医療・

介護を必要とするすべての人に対し、地域の実情に応じた

質が高く効率的な医療・介護サービスが提供されるよう、

医療提供体制等のあり方について、保険者として加入者・

事業主を代表した立場で関与し、関係機関への働きかけ

や各種審議会等で意見発信を行う。 

第二に、加入者の健康度を高めるため、平成 26年度に

策定した「データヘルス計画」について、経過に基づき計画

の修正を図るなどして、引き続き各支部において、ＰＤＣＡ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一に「保険者機能強

化アクションプラン（第３

期）」の PDCAサイクル強

化を明記 

する等の文言の適正化

を図った。 
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健指導、②重症化予防対策、③事業主等の健康づくり意

識の醸成を目指した取組み（コラボヘルス）を引き続き継

続して実施するとともに、その実施状況を検証し、平成 30

年度からの次期データヘルス計画の策定につなげ、医療

費等の適正化にも寄与する。 

 

 

 

第二に、医療等の質や効率性の向上を図るため、医療・

介護を必要とする全ての人に対し、地域の実情に応じた質

の高く効率的な医療・介護サービスが提供されるよう、医

療提供体制等のあり方について、保険者として加入者・事

業主を代表した立場で関与し、関係機関への働きかけや

各種審議会等で意見発信を行う。 

特に平成 29 年度においては、医療計画・医療費適正

化計画、介護保険事業（支援）計画の見直し、国民健康

保険制度改革、診療報酬・介護報酬の同時改定など、平

成 30 年度から開始される各種制度・計画の見直しに関し

て、平成 30 年度以降のあるべき姿も見据えた効果的な

意見発信、働きかけを行う。 

 

 

第三に、医療費等の適正化を図るため、効果的なレセ

サイクルを的確に回し、地域の実情に応じた効果的な保健

事業を進める。 

また、加入者の健康管理をサポートし、事業所における

健康づくりを通じた健康増進を図る。 

さらに、加入者の生活習慣病の発症予防、重症化予防

の推進を中期的な期間で計画的に行い、医療費等の適正

化にも寄与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三に、医療費等の適正化を図るため、医療・介護に
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プト点検の推進や不正請求の防止に向けて取組を強化す

る。 

また、医療・介護に関する情報を提供し、加入者が疾病

予防などを図り、医療等を受ける際は質が高く安価な医療

の選択ができるよう支援する。 

併せて、支部間の医療費の地域差の状況に鑑み、その

差の縮小に向け、医療費の低い支部等に関する情報の収

集・分析や、都道府県、他の保険者等との連携を深めると

ともに、支部間インセンティブ制度等の活用により、協会全

体の取組の底上げを図る。 

こうした医療費等の適正化の取組を通じて、保険財政の

安定化にもつなげていく。 

 

 

第四に、保険者機能強化アクションプラン（第３期）の目

標を達成するため、「人材育成等による組織力の強化」、

「調査研究に関する環境整備」、「加入者・事業主との双

方向のコミュニケーション」、「外部有識者との協力連携」

等から基盤強化を行う。 

 

 

 

また、協会の組織面においても、実績や能力本位など民

関する情報を提供し、加入者が疾病予防などを図り、医療

等を受ける際は質が高く安価な医療の選択ができるよう支

援する。 

 

 

併せて、都道府県支部間の医療費の地域差の状況に

鑑み、その差の縮小に向け、医療費の低い支部等に関す

る情報の収集・分析や、都道府県、他の保険者等との連

携を深める。 

 

さらに、医療費等の適正化を通じて、保険財政の安定

化を図る。 

 

 

第一から第三に掲げた保険者機能強化アクションプラン

（第３期）の目標を達成するため、「人材育成等による組織

力の強化」、「調査研究に関する環境整備」、「加入者・事

業主との双方向のコミュニケーション」、「外部有識者との

協力連携」等から基盤強化を行う。 

職員一人ひとりが協会の理念の実現に向けて保険者機

能を発揮し、創造的かつ意欲的に業務を行うことができる

よう、新たな人事制度や組織の見直しを着実に施行する。 

 また、協会の組織面においても、実績や能力本位など民
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間にふさわしい人事制度や組織基盤を定着させていくとと

もに、協会のミッションの徹底や、人材育成等を通じて、職

員の意識改革を進め、加入者本位、主体性と実行性の重

視、自由闊達な気風と創意工夫に富んだ組織風土・文化

の更なる定着を図る。 

併せて、「保険者機能強化アクションプラン（第３期）」の

目標を達成するための基盤強化策の一つとして、人材育

成を強化・推進するとともに、企画・調査分析や保健事業

などへの人的資源や予算の配分を充実させる。 

 

○ また、協会けんぽの平均保険料率は 10.00%と被用者保

険の中でも高い水準に達しており、協会けんぽの取組の理

解と併せて、加入者・事業主に中長期的には楽観視でき

ない保険財政であることを伝えていく必要がある。また、中

小企業等で働く方々の健康と暮らしを守る被用者保険とし

てのセーフティネット機能が果たせるよう、本部と支部が一

体になって全力で事業運営に取り組む。特に、協会けんぽ

の財政基盤をより強化するため、より一層効率的な事業運

営の推進を図るとともに、必要な制度改革について本部・

支部が連携して関係各方面へ提言していく。さらに、自主・

自律という一方で法令により協会に様々な制約が課されて

いる現状を踏まえ、協会の自主性とそれに伴う責任をより

広げる方向での制度見直しを求めていく。 

間にふさわしい新たな人事制度や組織基盤を定着させて

いくとともに、協会のミッションの徹底や、人材育成等を通じ

て、職員の意識改革を進め、加入者本位、主体性と実行

性の重視、自由闊達な気風と創意工夫に富んだ組織風

土・文化の更なる定着を図る。 

併せて、「保険者機能強化アクションプラン（第３期）」の

目標を達成するための基盤強化策の一つとして、人材育

成を強化・推進するとともに、企画・調査分析や保健事業

などへの人的資源や予算の配分を充実させる。 

 

○ 協会けんぽの平均保険料率は 10.00%と被用者保険の

中でも高い水準に達しており、協会けんぽの取組の理解と

併せて、加入者・事業主に中長期的には楽観視できない

保険財政を伝えていく必要がある。また、中小企業等で働

く方々の健康と暮らしを守る被用者保険としての機能が果

たせるよう、本部と支部が一体になって全力で事業運営に

取り組む。特に、協会けんぽの財政基盤をより強化するた

め、より一層の効率的な事業運営の推進を図るとともに、

必要な制度の改革を本部・支部と連携して、関係各方面

へ提言していく。さらに、自主・自律という一方で法令により

協会に様々な制約が課されている現状を踏まえ、協会の

自主性とそれに伴う責任をより広げる方向での制度見直し

を求めていく。 
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○ 中小企業団体と連携し、制度や協会運営に関する意見

を吸い上げ、政策提言や運営改善に役立てると同時に、

家計や経営環境が厳しい状況の中において、被用者保険

の柱である協会けんぽの機能の重要性を加入者・事業主

の方々が理解し、安心感を持てるよう、保険料率のお知ら

せとともに、医療保険制度の仕組みや現役世代が高齢者

の医療を支えている構造についても、加入者・事業主の

方々の理解と納得が得られるよう、周知広報に万全を期

す。また、保健事業や医療費適正化など保険者機能を発

揮した協会の取組について、加入者、事業主の方々や関

係機関等、更には国民一般に広く理解していただくため、

積極的な情報発信を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中小企業団体と連携し、制度や協会運営に関する意見

を吸い上げ、政策提言や運営改善に役立てると同時に、

家計や経営環境が厳しい状況の中において、被用者保険

の柱である協会けんぽの機能の重要性を加入者・事業主

の方々が理解し、安心感をもてるよう、保険料率のお知ら

せとともに、医療保険制度の仕組みや現役世代が高齢者

の医療を支えている構造についても、加入者・事業主の

方々の理解と納得が得られるよう、周知広報に万全を期

す。また、保健事業や医療費適正化など保険者機能を発

揮した協会の取組みについて、加入者、事業主の方々や

関係機関等、更には国民一般に広く理解していただくた

め、積極的な情報発信を行う。 

 

○ 保健事業については、加入者の健康の保持増進を図る

ための協会の事業の重要な柱であり、「データヘルス計画」

については、①特定健診・特定保健指導、②事業主等の

健康づくり意識の醸成を目指した取組み（コラボヘルス）、

③重症化予防対策の３点を基本的実施事項と位置づけ、

経過に基づき計画の修正を図るなどして引き続き推進す

るほか、その他の保健事業を適切に組み合わせ、総合的

に推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データヘルス計画につい

ては「第一」に包括したた

め削除 
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○ 中長期的な財政見通しを踏まえ、保険料負担をできるだ

け上げないよう、地域の実情に応じた医療費の適正化のほ

か、業務改革、経費の節減等のための取組について一層

強化する。また、平成 29 年度から他機関との連携が開始

されるマイナンバー制度について、随時、日本年金機構ほ

か関係機関との調整を行い、安定的な運用を図る。 

 

 

○ 協会の運営については、情報発信を強化し、スピード感

を持って実行に移していくとともに、指標（数値）化を行い、

定期的に公表するものとし、運営委員会及び支部評議会

を基軸として、加入者及び事業主の意見に基づき、ＰＤＣＡ

サイクルを適切に機能させていく。 

 

○ また、保険料収納や保険証交付の前提となる被保険者

資格の確認などを担う厚生労働省及び日本年金機構との

連携を深め、円滑な事業実施を図る。 

 

 

 

 

○ 中長期的な財政見通しを踏まえ、保険料負担をできるだ

け上げないよう、地域の実情に応じた医療費の適正化のほ

か、業務改革、経費の節減等のための取組みについて一

層強化する。また、国による社会保障・税番号制度の実施

状況に併せて、随時、協会において日本年金機構ほか関

係機関との調整状況を踏まえ、必要な対応を検討・実施

する。 

 

○ 協会の運営については、情報発信を強化し、スピード感

を持って実行に移していくとともに、指標（数値）化を行い、

定期的に公表するものとし、運営委員会及び評議会を基

軸として、加入者及び事業主の意見に基づき、ＰＤＣＡサイ

クルを適切に機能させていく。 

 

○ また、保険料収納や保険証交付の前提となる被保険者

資格の確認などを担う厚生労働省及び日本年金機構と

の連携を深め、円滑な事業実施を図る。 

 

 

 

29 年度を見据えた文

言の適正化 
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Ⅱ．重点事項 

１.保険運営の企画 

（１）保険者機能の発揮による総合的な取組の推進 

「保険者機能強化アクションプラン（第３期）」に基づき、今

後、保険者として実現すべき目標「医療等の質や効率性の

向上」、「加入者の健康度を高めること」、「医療費等の適正

化」それぞれの目指すべき姿に向けて、加入者及び事業主

に対して又は地域の医療提供体制に対して、協会から直接

的に働きかけを行う業務を更に強化する。 

具体的には、医療等の質、地域の医療費、健診データ、

加入者・患者からの考えを収集・分析するとともに、各支部に

おける「データヘルス計画」の確実な実施や、地域医療のあり

方に対する必要な意見発信等を図る。 

「保険者機能強化アクションプラン（第３期）」に基づく取組

の実施状況については、次期保険者機能強化アクションプラ

ンに活かすことにより、ＰＤＣＡサイクルの強化を図る。 

 加えて、パイロット事業を活用し、新たに効果的な施策を検

討し、協会において有益な業務は全国展開を図り、成果を外

部へ発信する。 

さらに、保険者機能強化に向けて、支部間の情報共有の充

実を図るための場を設ける。 

 

 

Ⅱ．重点事項 

１.保険運営の企画 

（１）保険者機能の発揮による総合的な取組の推進 

「保険者機能強化アクションプラン（第３期）」に基づき、今

後、保険者として実現すべき目標「医療等の質や効率性の

向上」、「加入者の健康度を高めること」、「医療費等の適正

化」それぞれの目指すべき姿に向けて、加入者及び事業主

に対してあるいは地域の医療提供体制に対して、協会から直

接的に働きかけを行う業務を更に強化する。 

具体的には、医療等の質、地域の医療費、健診データ、

加入者・患者からの考えを収集・分析するとともに、各支部に

おける「データヘルス計画」の確実な実施や、地域医療のあり

方に対する必要な意見発信等を図る。 

 

 

 

加えて、パイロット事業を活用し、新たに効果的な施策を検

討し、協会において有益な業務は全国展開を図り、成果を外

部へ発信する。 

さらに、保険者機能強化に向けて、支部間の情報共有の

充実を図るための場を設ける。 

また、社会保障審議会の各部会や中央社会保険医療協

議会において、協会の財政基盤強化の視点、給付の重点

 

 

 

 

 

 

 

文言の適正化 

 

 

 

 

 

PDCA サイクルの強化

を明記 

 

 

 

 

 

 

「（２）平成 30 年度に

向けた意見発信」等に
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なお、サービス向上を含む適正な給付業務の推進、効果

的なレセプト点検の推進、傷病手当金、出産手当金、柔道

整復施術療養費、海外療養費等の健康保険給付の審査強

化等についても、引き続き着実に推進していく。 

 

（２）平成 30年度に向けた意見発信 

平成 30 年度に実施される第７次医療計画、第７期介護

保険事業（支援）計画、第３期医療費適正化計画、診療報

酬・介護報酬の同時改定、国民健康保険制度改革（都道府

県による財政運営等）について、加入者・事業主を代表した

立場で関与し、他の保険者と連携しながら、平成 30 年度以

化・制度運営の効率化の視点、適切に保険料が医療・介護

の質の向上に活用されるような視点で意見を述べる。 

都道府県の政策関係部局をはじめ、地方公共団体に対し

て、提言を行うとともに、積極的に各種協議会に参加するな

ど、都道府県・市町村の医療政策・介護政策の立案に積極

的に参加し、協会の意見を発信していく。協会の意見発信に

当たっては、協会が収集・分析したデータの活用に努める。ま

た、都道府県・市町村や医療関係団体（医師会等）と協会け

んぽとの間で医療情報の分析や保健事業等における連携に

関する協定を締結し、それに基づき、関係機関と共同して加

入者の健康増進や医療費の適正化、各種広報を実施する

など連携推進を図る。 

なお、サービス向上を含む適正な給付業務の推進、効果

的なレセプト点検の推進、傷病手当金、出産手当金、柔道

整復施術療養費、海外療養費等の健康保険給付の審査強

化等についても、引き続き着実に推進していく。 

 

【新設】 

 

 

 

 

 

移動 
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降のあるべき姿も見据えた意見発信や働きかけを行う。 

社会保障審議会の各部会や中央社会保険医療協議会に

おいては、協会の財政基盤強化の視点、給付の重点化・制

度運営の効率化の視点、適切に保険料が医療・介護の質の

向上に活用されるような視点で意見を述べる。 

都道府県の政策関係部局をはじめ、地方公共団体に対し

ても他の医療保険者と連携して提言を行うとともに、積極的

に各種審議会に参加するなど、地域医療政策の立案に積極

的に参加し、協会の意見を発信していく。協会の意見発信に

当たっては、協会が収集・分析したデータの活用に努める。ま

た、都道府県・市町村や医療関係団体（医師会等）と協会け

んぽとの間で医療情報の分析や保健事業等における連携に

関する協定を締結し、それに基づき、関係機関と共同して加

入者の健康増進や医療費の適正化、各種広報を実施する

など連携推進を図る。 

 

（３）地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策 

医療費適正化対策を更に推進するため、支部の独自性を

活かしたパイロット事業を積極的に実施するとともに、パイロット

事業から全国展開した医療機関における資格確認業務につ

いては、実施医療機関の利用率の向上を図る等、その効果

を高めるための取組を実施する。 

また、協会けんぽに付与された事業主に対する調査権限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）地域の実情に応じた医療費適正化の総合的対策 

医療費適正化対策を更に推進するため、レセプト点検、ジ

ェネリック医薬品の使用促進を引き続き実施するとともに、平

成 25 年度からパイロット事業として実施している医療機関に

おける資格確認業務の実施支部数の拡大を図る。 

また、協会けんぽに付与された事業主に対する調査権を

積極的に活用し、現金給付の審査の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の適正化 

実施医療機関の利用

率向上を図るための取

組の実施を明記 

2「健康保険給付等」

の(6)傷病手当金・出
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を必要に応じて活用し、現金給付の審査の強化を図る。 

 さらに、各支部で「データヘルス計画」の確実な実施を図る

とともに、支部の実情に応じて、医療費適正化のための総合

的な対策を都道府県や他の保険者と連携しつつ、積極的に

立案・実施していく。 

加えて、協会が収集・分析したデータ等を活用し、地域の

実情に応じた効果的な意見発信を行う。 

 また、平成 27年医療保険制度改革等を踏まえて、都道府

県単位保険料率について、激変緩和や国の検討状況も踏ま

えた後期高齢者医療に係る協会けんぽ内のインセンティブ制

度について、平成 29 年度に試行的運用を実施し、平成 30

年度からの本格運用に繋げる。 

 

（４）ジェネリック医薬品の更なる使用促進 

国が新たに掲げたジェネリック医薬品の目標である「平成

29年央に 70％以上、平成 30年度から平成 32年度末まで

のなるべく早い時期に 80％以上」を達成すべく、ジェネリック

医薬品の更なる使用促進を図る。 

ジェネリック医薬品に切替えた場合の自己負担額の軽減

効果を通知するサービスの対象範囲の更なる拡大を引き続

き図るほか、その使用促進効果を更に着実なものとするよう、

年度内に２回の通知を継続する。このほか、ジェネリック医薬

品希望シールの配布を行うなど加入者への適切な広報等を

  

さらに、各支部で「データヘルス計画」の確実な実施を図る

とともに、支部の実情に応じて、医療費適正化のための総合

的な対策を都道府県や他の保険者と連携しつつ、積極的に

立案・実施していく。 

 加えて、協会が収集・分析したデータ等を活用し、地域の実

情に応じた効果的な意見発信を行う。 

 また、平成 27年医療保険制度改革等を踏まえて、都道府

県単位保険料率について、激変緩和や国の検討状況も踏ま

えた後期高齢者医療に係る協会けんぽ内のインセンティブ制

度について、今後の具体化や準備を進める。 

 

 

（３）ジェネリック医薬品の更なる使用促進 

ジェネリック医薬品の更なる使用促進のため、ジェネリック

医薬品に切替えた場合の自己負担額の軽減効果を通知す

るサービスの対象範囲の更なる拡大を引き続き図る。 

ほか、その使用促進効果を更に着実なものとするよう、年

度内２回目通知を継続する。このほか、ジェネリック医薬品希

望シールの配布を行うなど加入者への適切な広報等を実施

する。  

    

 

産手当金の審査の強

化に合わせた文言整

理（制度改正に伴う文

言整理。28 年度事業

計画策定時の修正漏

れ） 

 

 

 

 

29 年度以降のスケジ

ュールを記載 

 

 

国が新たに掲げた目

標を明記 

文言の適正化 

 

 

 

 

文言の適正化 
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実施する。  

また、その効果を着実なものとするために、地域の実情に

応じて、セミナー等を開催して地域における積極的な啓発活

動を推進するなど、きめ細かな方策を進める。 

 

 

加えて、ジェネリック医薬品の使用割合の都道府県格差の

是正と更なる使用促進に向け、医療機関や調剤薬局毎のジ

ェネリック医薬品使用割合等のデータを活用し、医療機関及

び薬局関係者への働きかけを引き続き実施するとともに、新

たな施策を実施する。 

 

（５）地域医療への関与 

上記（２）の「平成 30 年度に向けた意見発信」で掲げた事

項のほか、地方公共団体等が設置する健康づくりに関する検

討会等に対して、加入者・事業主を代表する立場で関与し、

他の保険者と連携しながら関係機関への働きかけや意見発

信を行い、地域医療に貢献する。 

また、本部においては、各支部が医療審議会等の医療提

供体制等の検討の場へ参画できるよう、引き続き国に対して

働きかけを行うほか、新たに医療法等に関する重要事項を

審議する社会保障審議会医療部会等への参画に向けて、

国に対する働きかけを行う。 

 

また、その効果を着実なものとするために、地域の実   

情に応じて、医療機関関係者、薬局関係者へ働きかけ、セミ

ナー等を開催して地域における積極的な啓発活動を推進す

るなど、きめ細かな方策を進める。 

 

加えて、ジェネリック医薬品の使用割合の都道府県格差の

是正と更なる使用促進に向け、新たな施策を実施する。 

 

 

 

 

（４）地域医療への関与 

各支部においては、策定された地域医療構想やその実施

に向けて、加入者・事業主を代表する立場で関与し、他の保

険者と連携しながら関係機関への働きかけや意見発信を行

い、地域医療に貢献する。 

 

 また、本部においては、各支部が医療審議会等の医療提

供体制等の検討の場へ参画できるよう、引き続き国に対して

働きかけを行うほか、新たに医療法等に関する重要事項を

審議する社会保障審議会医療部会等への参画に向けて、

国に対する働きかけを行う。 

 

 

文言の適正化（記載

場所の移動） 

 

 

 

文言の適正化 

 

 

 

 

 

「(2)平成 30年度に向

けた意見発信」を新設

したことによる文言の

適正化 
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加えて、医療提供体制等に係る国や都道府県をはじめと

する関係者の動向を情報収集し、本部から意見発信の方針

等を示すなど、各支部での対応の支援を行う。 

 

（６）調査研究の推進等 

保険者機能を強化するため、保険者機能強化アクションプ

ラン（第３期）に沿って、中長期的な視点から、医療の質等の

向上、効率化の観点を踏まえ、その成果を施策に反映できる

調査研究を行う。医療・介護に関する情報の収集、分析を的

確に行うため、医療費等に関するデータベースを充実すると

ともに、本部から各支部へ提供する各種情報リストや医療費

分析マニュアル等の提供及び支部職員に対する統計分析

研修を行い、地域ごとの医療費等の分析に取り組む。また、

加入者や研究者に対するレセプト情報等の提供のあり方につ

いて、改正個人情報保護法の施行状況等も踏まえ、引き続

き検討する。 

さらに、医療の質を可視化するための指標に関する調査研

究を行う。 

 医療費分析等の研究を行う本部・支部職員を中心に、外

部有識者との協力連携を図り、医療・介護に関する情報の収

集・分析・提供への組織的対応の強化を図る。 

また、保険者機能の発揮に向けて、平成 28年度に導入し

た GIS（地理情報システム）の活用推進等により、加入者・事

加えて、医療提供体制等に係る国や都道府県をはじめと

する関係者の動向を情報収集し、本部から意見発信の方針

等を示すなど、各支部での対応の支援を行う。 

  

（５）調査研究の推進等 

保険者機能を強化するため、保険者機能強化アクションプ

ラン（第３期）に沿って、中長期的な視点から、医療の質等の

向上、効率化の観点を踏まえ、その成果を施策に反映できる

調査研究を行う。医療・介護に関する情報の収集、分析を的

確に行うため、医療費等に関するデータベースを充実すると

ともに、本部から各支部への各種の情報リストや医療費分析

マニュアル等の提供及び支部職員に対する統計分析研修を

行い、地域ごとの医療費等の分析に取り組む。また、加入者

や研究者に対するレセプト情報等の提供のあり方について引

き続き検討する。 

 

さらに、医療の質を可視化するための指標に関する調査研

究を行う。 

医療費分析等の研究を行う本部・支部職員を中心に、外

部有識者との協力連携を図り、医療・介護に関する情報の収

集・分析・提供への組織的対応の強化を図る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の適正化 

 

 

 

文言の適正化 

 

 

 

 

 

 

GISの活用推進を明記 
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業主や関係機関等へ視覚的にもわかりやすい分析結果を提

供する等、各種事業の推進に活用する。 

加えて、本部・支部における健診・レセプトデータ等の分析

成果等を発表するための報告会を開催するとともに、調査研

究報告書を発行し、協会が取り組んでいる事業について内外

に広く発信する。 

 

（７）広報の推進  

保健事業や医療費適正化など保険者機能を発揮した協

会の取組や、地域ごとの医療提供体制や健診受診率等を

「見える化」した情報について、タイムリーに加入者・事業主に

お伝えする広報ツールとしてホームページ、メールマガジンを

充実させる。 

さらに、協会の発信力を広げるため、テレビ・ラジオ、新聞・

雑誌などメディアへの発信力を強化し、加入者のみならず広

く一般の方々への広報を推進する。 

 

医療保険制度の中でも高額療養費制度や限度額適用認

定証など加入者にとってメリットのある制度の認知率アップを

図るため、チラシやリーフレットを作成して丁寧なお知らせを

行う。 

加入者・事業主が必要としている情報をお伝えするという

視点から、アンケート等をはじめ、加入者・事業主から直接意

 

 

本部・支部における健診・レセプトデータ等の分析成果等を

発表するための報告会を開催するとともに、調査研究報告書

を発行し、協会が取り組んでいる事業について内外に広く発

信する。 

 

（６）広報の推進  

保健事業や医療費適正化など保険者機能を発揮した協

会の取組みをタイムリーに加入者・事業主にお伝えする広報

ツールとしてホームページ、メールマガジンを充実させる。 

 

 

さらに、協会の発信力を広げるため、いわゆるソーシャルネ

ットワークサービス等の活用をはじめ、テレビ・ラジオ、新聞・

雑誌などメディアへの発信力を強化し、加入者のみならず広

く一般の方々への広報を推進する。 

医療保険制度の中でも高額療養費制度や限度額適用認

定証など加入者にとってメリットのある制度の認知率アップを

図るため、チラシやリーフレットを作成して丁寧なお知らせを

行う。 

加入者・事業主が必要としている情報をお伝えするという

視点から、モニター制度や対話集会、支部で実施するアンケ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運営委員会での意見

を踏まえ追加 

 

 

文言の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

文言の適正化 
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見を聞く取組を進め、これらの方々の意見を踏まえ、わかりや

すく、加入者・事業主に響く広報を実施する。 

 

都道府県、市町村、関係団体との連携による広報では、

救急医療をはじめ地域の医療資源が公共性を有するもので

あり、また、有限でもあることについて、医療の受け手であり支

え手でもある加入者の意識が高まるよう、都道府県等とともに

広報に努める。 

地方自治体や中小企業関係団体、医療関係団体が行う

健康セミナー等で協会の取組みに合致するものに対して、積

極的に共同開催し、広く関係者に協会の存在感、協会の取

組を示す。 

 

（８）的確な財政運営 

健康保険財政については、財政運営の状況を日次・月次

で適切に把握・検証するとともに、直近の経済情勢や医療費

の動向を踏まえ、財政運営を図る。各支部の自主性が発揮

され、地域の医療費の適正化のための取組などのインセンテ

ィブが適切に働くような都道府県単位の財政運営を行う。 

被用者保険のセーフティネットである協会けんぽの中長期

的な財政基盤強化のために喫緊に講じなければならない方

策について検討し関係方面へ発信していく。 

協会の中長期的には楽観視できない保険財政、他の被用

ートをはじめ加入者・事業主から直接意見を聞く取組みを進

め、これらの方々の意見を踏まえ、わかりやすく、加入者・事

業主に響く広報を実施する。 

都道府県、市町村、関係団体との連携による広報では、

救急医療をはじめ地域の医療資源が公共性を有するもので

あり、また、有限でもあることについて、医療の受け手であり支

え手でもある加入者の意識が高まるよう、都道府県等とともに

広報に努める。 

地方自治体や中小企業関係団体、医療関係団体が行う

健康セミナー等で協会の取組みに合致するものに対して、積

極的に共同開催し、広く関係者に協会の存在感、協会の取

組みを示す。 

 

（７）的確な財政運営 

健康保険財政については、財政運営の状況を日次・月次

で適切に把握・検証するとともに、直近の経済情勢や医療費

の動向を踏まえ、財政運営を図る。各支部の自主性が発揮

され、地域の医療費の適正化のための取組みなどのインセン

ティブが適切に働くような都道府県単位の財政運営を行う。 

被用者保険のセーフティネットである協会けんぽの中長期

的な財政基盤強化のために喫緊に講じなければならない方

策について検討し関係方面へ発信していく。 

協会の中長期的には楽観視できない保険財政、他の被用
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者保険との保険料率の格差、高齢者医療の公平かつ適正

な負担のあり方等について広く国民の理解を得るための情報

発信を行う。 

 

２．健康保険給付等 

（１）サービス向上のための取組 

加入者等のご意見や苦情等について各支部に迅速かつ

正確にフィードバックし、さらなるサービスの改善に取り組む。

また、お客様満足度調査を実施し、その結果をもとに各支部

の創意工夫を活かしたサービスの改善に取り組む。 

 傷病手当金等の現金給付の支給申請の受付から給付金

の振込までの期間については、サービススタンダード（10営業

日）を定め、支部でその状況を適切に管理し、正確かつ着実

な支給を行う。 

 健康保険給付などの申請については、郵送による申請を促

進するため、各種広報や健康保険委員研修会等において周

知を行う。 

 その他、任意継続被保険者保険料の納め忘れ防止のた

め、口座振替と前納による納付を推進する。また、インターネ

ットを活用した医療費の情報提供サービスの利用促進を更に

行う。 
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の振込までの期間については、サービススタンダード（10営業

日）を定め、その状況を適切に管理し、正確かつ着実な支給
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 健康保険給付などの申請については各種広報や健康保険

委員による相談対応を充実させるとともに、郵送による申請

促進を行う。 

 その他、任意継続被保険者保険料の口座振替と前納によ

る納付やインターネットを活用した医療費の情報提供サービ

ス利用促進に更に注力する。 
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（２）限度額適用認定証の利用促進 

限度額適用認定証の利用により加入者の医療機関窓口

での負担が軽減されるため、事業主や健康保険委員等に対

してチラシやリーフレットによる広報を実施するとともに、地域

の医療機関と連携し、窓口に限度額適用認定申請書を配置

するなどして利用促進を図る。 

 また、高額療養費の未申請者に対して、あらかじめ申請内

容を印字した高額療養費支給申請書を送付し、申請を勧奨

する。 

 

（３）窓口サービスの展開 

各種申請等の受付や相談等の窓口については、地域の  

実情を踏まえつつ、年金事務所への職員の配置や外部委託

を適切に組み合わせながら、効率的かつ効果的な窓口サー

ビスを提供する。 

なお、年金事務所窓口体制の見直しに当たっては、地 

域の特性、利用状況等及び届書の郵送化の進捗状況を 

考慮のうえ、サービスの低下とならないように配慮する。 

 

（４）被扶養者資格の再確認 

高齢者医療費に係る拠出金等の適正化及び被扶養者に

該当しない者による無資格受診の防止を目的として、被扶養

者資格の再確認を日本年金機構との連携のもと、事業主の

（２）高額療養費制度の周知 

限度額適用認定証の利用により加入者の医療費負担が

軽減されるため、事業主に対するチラシやリーフレットによる

広報を実施するとともに、地域の医療機関と連携し、窓口に

限度額適用認定申請書を配置するなど利用促進を図る。 
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まえつつ、年金事務所への職員の配置や外部委託を適切に

組み合わせながらサービスを提供する。 

なお、年金事務所窓口の見直しに当たっては、サービスの

低下とならないように配慮する。 
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協力を得つつ、的確に行っていく。 

 

（５）柔道整復施術療養費の照会業務の強化 

 柔道整復施術療養費の適正化のため、多部位（施術箇所

が３部位以上）かつ頻回（施術日数が月に 15 日以上）の申

請について加入者に対する文書照会を強化するとともに、回

答の結果、請求内容が疑わしいものについて、必要に応じ施

術者に照会する。また照会時にパンフレットを同封し柔道整

復施術受診についての正しい知識を普及させるための広報

を行い、適正受診の促進を図る。 

 

（６）傷病手当金・出産手当金の審査の強化 

保険給付の適正化のため、傷病手当金・出産手当金の申

請のうち標準報酬月額が 83 万円以上である申請について、

重点的に審査を行う。審査で疑義が生じたものは、各支部に

設置されている保険給付適正化プロジェクトチーム会議にお

いて支給の適否を判断するとともに、必要に応じ事業主への

立入検査を実施するなど、不正請求を防止する。 

 

なお、本部では審査強化の支援として、資格取得直後に

申請され、かつ標準報酬月額が高額な傷病手当金・出産手

当金の支払済データを各支部に提供する。 
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（７） 海外療養費支給申請における重点審査 

海外療養費の不正請求を防止するため、支給申請の審

査を更に強化する。具体的には、外部委託を活用した診療

明細の精査や翻訳内容の再確認、医療機関への文書照会

を実施する。 

 

（８）効果的なレセプト点検の推進 

診療報酬が正しく請求されているか確認を行うとともに医

療費の適正化を図るために資格・外傷・内容点検の各点検

を実施する。特に内容点検は、支払基金の一次審査と併せ

て医療費の適正化を進めているが、協会においては、点検効

果向上計画を引き続き策定・実施し、点検効果額の向上を

目指す。具体的には、自動点検等システムを活用した効率

的な点検を徹底するとともに、点検員のスキルアップを図るた

めに、査定事例の集約・共有化し、研修を実施する。また、

点検員の勤務成績に応じた評価を行う。 

さらに、内容点検業務の一部について外部委託を引き続

き全支部で実施し、支部が行う内容点検を充実させることに

より、レセプト点検の質を一層向上させる。併せて、点検員が

点検業者のノウハウを取得し活用すること及び競争意識の促

進を図ることにより、点検員の質をより一層向上させ点検効

果額の更なる引き上げを行う。 

 

（７）海外療養費支給申請における重点審査 

海外療養費の不正請求を防止するため、支給申請の審

査を更に強化する。具体的には、外部委託を活用した診療
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（９）資格喪失後受診等による債権の発生防止のための保険 

  証の回収強化 

資格喪失後受診等による返納金債権の発生防止のため、

資格を喪失した加入者の保険証の回収については、一般被

保険者分の初回催告を日本年金機構が実施しているが、日

本年金機構の催告で回収できなかった一般被保険者分や

協会で回収を行う任意継続被保険者分に対し、協会は文書

や電話による催告を早期に実施する。さらに、訪問を取り混

ぜた催告を行い、保険証の回収を強化する。また、保険証回

収業務の外部委託の実施の拡大を図る。 

なお、事業主や加入者に対しては、資格喪失後（または被

扶養者削除後）は保険証を確実に返却していただくよう、チラ

シやポスターなどの広報媒体や健康保険委員研修会等を通

じ周知を行う。 

併せて保険証未回収が多い事業所へは文書、電話や訪

問により、資格喪失届の保険証添付について周知を行う。 

 

（10）積極的な債権管理・回収業務の推進 

不適正に使用された医療費等を回収するため、返納金債

権等については、早期回収に努め、文書催告のほか、電話

や訪問による催告を行うとともに法的手続きによる回収を積

極的に実施するなど債権回収の強化を図る。なお、資格喪

失後受診による返納金債権については、国保保険者との保

（９）資格喪失後受診等による債権の発生防止のための保険 

  証の回収強化 

資格喪失後受診等による返納金債権の発生防止のため、
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険者間調整のスキームを積極的に活用し、回収に努める。な

お、傷害事故や自転車事故等の加害者本人あての求償事

案においても適正に請求する。 

 交通事故等が原因による損害賠償金債権については、損

害保険会社等に対して早期に折衝を図り、より確実な回収に

努める。 

また、債権及び求償事務担当者を対象とした担当者研修

会を開催し、法的手続きに関する知識の習得や損害保険会

社等との折衝におけるスキルの向上を図る。さらに、債権統

括責任者会議を開催し、着実に債権管理・回収業務を進め

るための体制を確立する。 

 

（11）健康保険委員の活動強化と委嘱者数拡大 

健康保険委員は、健康保険に関する事業主・加入者から

の相談への対応や健康保険事業への意見発信により健康

保険事業の推進に必要な活動を行っていただいている。より

一層、健康保険事業の推進に必要な活動を行っていただく

ため、協会は、健康保険委員への研修や広報活動等を通じ

て、健康保険事業に対する理解の促進等を行い、健康保険

委員活動の支援を行う。 

また、これまでの活動や功績に対して健康保険委員表彰

を実施するとともに、健康保険委員委嘱者数の更なる拡大に

努める。 

険者間調整のスキームを積極的に活用し、回収に努める。 
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３．保健事業 

データに基づいた保健事業の推進 

健診・保健指導結果やレセプトデータ、受診状況等の分析

結果を活用して、事業所・加入者の特性や課題把握に努め

るともに、システムの機能を最大限活用し、効率的かつ効果

的な保健事業を推進する。 

「データヘルス計画」については、第一期の最終年度であ

ることから、これまでの各施策の進捗状況の確認及び結果の

検証等、ＰＤＣＡを十分に意識して実行し、目標の達成に努

める。また、これまでの経過検証と各情報の分析結果を基

に、より支部の実態に即した第二期「データヘルス計画」を策

定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

大を図る。 

 

３．保健事業 

（１）保健事業の総合的かつ効果的な推進 

健診・保健指導結果やレセプトデータ、受診状況等の各種

情報を活用し、より効果的な保健事業を推進するため、分析

を踏まえて事業所・加入者の特性や課題を把握した上で、本

部で示した基本方針に沿って、各支部で作成した「データヘ

ルス計画」についてはＰＤＣＡを十分に意識して実施すること

により、効果的な保健事業を進める。 

また、加入者の疾病の予防や健康の増進を目指し、特定

健康診査及び特定保健指導の目標及び施策、実績を本部・

支部で共有し、一体となって目標達成に向けて取り組む体制

を一層強化するとともに、生活習慣病の重症化を防ぎ、医療

費適正化及びＱＯＬの維持を図るため、健診の結果、要治療

域と判定されながら治療していない者に対して、確実に医療

に繋げる取組みを進める。 

さらに、保健事業の効果的な推進を図るため、支部の「健

康づくり推進協議会」などの意見を聞きながら、地方自治体と

の連携・協定等を活かし、地域の実情に応じた支部独自の取

組みを強化するとともに、本部と支部の共同で実施したパイロ

ット事業の成果を広めていくほか、好事例を迅速に展開・共

有し、支部間格差の解消に努める。 

 

 

 

これまでの事業計画

は、内容が重複してい

る箇所が複数あったこ

とから、重点項目を３

つから６つに細分化し

整理を図った 
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（１）特定健康診査の推進及び事業者健診データの取得促

進 

第二期計画の最終年度であることを踏まえ、特定健診受

診率の向上に最大限努力する。 

 また、健診機関との連携を強化し、健診の受診から保健指

導を受けるまでの一貫した体制の強化と拡大を行い、加入者

の利便性の向上を図る。 

さらに、健診が保健事業の起点であることを再認識し、事

業所規模、業態等の特性による受診状況や受診履歴の分

析を行い、効率的かつ効果的に取得できるセグメントを選定

し、効果的にアプローチを行う。 

健診機関等の関係機関との連携については、地域の特性

に合わせた動機づけを強化し、受診勧奨を強化、加速化す

る。 

健診の推進に向けては、目標と進捗状況を本部・支部とで

共有し、一体となって目標達成に向けて進捗管理を徹底す

る。 

また、平成 30 年度からの第三期特定健康診査等の計画

については、協会として特定健診の項目の見直しに対応する

とともに、受診率向上のため、課題の洗い出しと対策の検討

を行う。 

＜被保険者の健診受診率向上に向けた施策＞ 

 

（２）特定健康診査及び特定保健指導の推進 

 

 健診等の結果を分かりやすく伝えることで、事業所・加

入者との距離を更に縮め、事業主や加入者に健康の大切さ

を認識いただき、より多くの加入者が健診、保健指導を受

けることができるよう努める。 

 また、「データヘルス計画」による協働業務や「健康宣

言」などを通じ、事業主への積極的な働きかけを行うなど、

事業主の主体的な取組みを促し、健診・保健指導の効果を

最大限に引き出す。 

特定健康診査については、地方自治体との連携の効果を

生かし、市町村が行うがん検診との連携強化を徹底するとと

もに、連携が図れない地域等については、協会主催の集団

健診との「オプショナル健診」の拡大を図る。 

受診者と協会の間に位置する健診機関との協力関係を強

化し、健診の推進や事業者健診データの取得促進を図る。 

事業者健診データの取得は、健診実施率向上のための重

要な取組みであり、事業主の理解を得られないことが大きな

障壁となっている。これまでの通知・架電中心による勧奨に

加え、外部委託を活用するなど訪問による勧奨を強化し、事

業主の理解を深めることに注力する。 

 がん検診等、検査の実施方法の多様化や加入者等のニー
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未受診事業所には、これまでの通知・架電中心の勧奨に

加え、外部委託を活用することで訪問による勧奨を強化す

る。健康宣言などの事業所の健康づくりの入り口として健診を

位置づけ、事業主の理解を深め、受診や事業者健診データ

の提供に結び付ける。 

＜被扶養者の健診受診率向上に向けた施策＞ 

地方自治体との連携・協定の具体的事業として、市町村

が行うがん検診との連携強化を徹底する。連携が図れない

地域については、協会主催の集団健診を実施するとともに、

「オプショナル健診」や個人負担の検査項目の追加を提案す

るなど、加入者の特性やニーズに応え、受診者の増加を図

る。 

   

（２）特定保健指導の推進 

第二期計画の最終年度であることを踏まえ、特定保健指

導実施率の向上に最大限努力する。 

特定保健指導について、利用機会の拡大を図るため、健

診当日または事業所訪問により特定保健指導を行うことが可

能な外部機関への委託を積極的に促進するとともに、保健

指導実施計画の進捗状況を管理する。 

被扶養者の特定保健指導については、被扶養者の利便

性などに配慮し、身近な場所で保健指導を受けられる体制を

整備する。 

ズに応えるため、生活習慣病予防健診の検査項目につい

て、見直しの検討を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定保健指導については、利用機会の拡大を図るため、

健診当日または事業所訪問により特定保健指導を行うことが

可能な外部機関への委託を積極的に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託先の進捗状況を

管理することを明記 

 

被扶養者の特定保健

指導の利用者拡大を

図るための体制整備を
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なお、健診データの分析結果から明らかになった保健指

導の改善効果を事業主や保健指導対象者に示して、保健指

導利用者の拡大を図り、生活習慣病のリスクに応じた行動変

容の状況や予防効果の検証結果に基づき、効果的な保健

指導を実施する。 

また、業種・業態健診データの分析結果や協会保健師を

対象に調査をした業種・業態別健康課題の特性、市町村別

健診データの分析結果を活用し、事業主、商工会や業種団

体、市町村等と連携を進めて保健指導を推進する。 

さらに、保健指導効果の支部間格差に関する要因分析の

結果を活用し、保健指導者の育成方法について見直しを進

める。 

 

（３）重症化予防対策の推進 

生活習慣病の重症化を防ぎ、医療費適正化及びＱＯＬの

維持を図るため、健診の結果、要治療域と判定されながら治

療していない者に対して、確実に医療に繋げる取組みを進め

る。 

糖尿病性腎症患者の透析導入を防ぐために主治医の指

示に基づき、保健指導を行う。 

  

（４）事業主等の健康づくり意識の醸成を目指した取組み（コ 

ラボヘルス） 

また、健診データの分析結果から明らかになった保健指導

の改善効果を事業主や保健指導対象者に示して、保健指導

利用者の拡大を図る。生活習慣病のリスクに応じた行動変容

の状況や予防効果の検証結果に基づき、効果的な保健指

導を実施する。 

業種・業態健診データの分析結果や協会保健師を対象に

調査をした業種・業態別健康課題の特性、市町村別健診デ

ータの分析結果を活用し、事業主、商工会や業種団体、市

町村等と連携を進めて保健指導を推進する。 

保健指導効果の支部間格差に関する要因分析の結果を

活用し、保健指導者の育成方法について見直しを進める。 

 

 

【新設】 
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文言の適正化 
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「データヘルス計画」による協働事業や「健康宣言」事業を

活用して、保健事業の実効性を高め、事業主を支援すること

で、従業員の健康の維持・増進に最大限努める。 

 

（５）各種業務の展開 

刷新システムの機能やデータを利活用し、健診や保健指

導の勧奨を積極的に行うとともに、業務の平準化を徹底す

る。 

また、支部における「健康づくり推進協議会」などの意見を

聴取するとともに、パイロット事業や支部における好事例の成

果を迅速に展開・共有し、支部間格差の解消に努める。 

地方自治体との連携については、覚書・協定の締結等に

基づく、健康づくり事業を具現化するとともに、その事例を保

険者協議会や地域・職域連携推進協議会等を通じて、行政

機関や他保険者と共有し、連携事業への啓発活動強化と連

携事業の拡大を図る。 

また、重複・頻回受診者、重複投薬者への対応など、   

加入者の適切な受診行動を促す取組を進める。 

 

４．組織運営及び業務改革 

（１）組織や人事制度の適切な運営と改革 

① 組織運営体制の強化 

本部と支部の適切な支援・協力関係、本部と支部を

 

 

 

 

（３）各種業務の展開 

業務・システム刷新による新機能等を十分に活用し、特定

健康診査や特定保健指導の勧奨や実施の効率化を図るとと

もに、健康づくりや生活習慣改善に関する教育や相談、普及

啓発など、地域の実情に応じて、創意工夫を活かし、加入者

の疾病の予防や健康増進を図る。そのため、地方自治体と

の覚書・協定の締結等に基づく、具体的な事業の連携・協働

を促進する。 

さらに、保険者協議会や地域・職域連携推進協議会等の

場を通じ行政機関や他の保険者との連携強化を図る。 

 

 

また、重複・頻回受診者、重複投薬者への対応など、加入

者の適切な受診行動を促す取組を進める。 

 

４．組織運営及び業務改革 

（１）組織や人事制度の適切な運営と改革 

① 組織運営体制の強化 

本部と支部の適切な支援・協力関係、本部と支部を
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通じた内部統制（ガバナンス）、支部内の部門間連携を

強化するとともに、必要に応じて組織体制を見直し、組

織運営体制の強化を図る。 

② 実績や能力本位の人事の推進 

    協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するた

めの個人目標を設定し、日々の業務遂行を通じて目標

達成できる仕組みとした人事評価制度を適切に運用す

るとともに、その評価を適正に処遇に反映することによ

り、実績や能力本位の人事を推進する。 

③ 協会の理念を実践できる組織風土・文化の更なる定

着 

平成 28 年度に導入した新たな人事制度の運用・活

用を通じて、協会を支える人材を育成すること等により、

加入者本位、主体性と実行性の重視、自由闊達な気風

と創意工夫に富んだ組織風土・文化の更なる定着を図

る。 

 

④ コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

法令等規律の遵守（コンプライアンス）については、内

部・外部の通報制度を実施するとともに、研修等を通じ

て、その遵守を徹底する。また、個人情報保護や情報セ

キュリティについては、各種規程の遵守やアクセス権限、

パスワードの適切な管理等を常時点検し、徹底する。 

通じた内部統制（ガバナンス）、支部内の部門間連携を

強化するとともに、必要に応じて組織体制を見直し、組織

運営体制の強化を図る。 

② 実績や能力本位の人事の推進 

    協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するた

めの個人目標を設定し、日々の業務遂行を通じて目標

達成できる仕組みとした新人事評価制度を適切に運用

するとともに、その評価を適正に処遇に反映することによ

り、実績や能力本位の人事を推進する。 

③ 協会の理念を実践できる組織風土・文化の更なる定

着 

加入者本位、主体性と実行性の重視、自由闊達な気

風と創意工夫に富んだ組織風土・文化の更なる定着に

向けて、人事評価制度の見直しのほか、職員に期待す

る職員像を示すとともに、等級ごとの職員の役割を明確

化する等の人事制度全般の改定の実施、協会のミッショ

ンや目標の徹底、研修の充実を図る。 

④ コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

法令等規律の遵守（コンプライアンス）については、内

部・外部の通報制度を実施するとともに、研修等を通じ

て、その遵守を徹底する。また、個人情報保護や情報セ

キュリティについては、各種規程の遵守やアクセス権限、

パスワードの適切な管理等を常時点検し、徹底する。 

 

 

 

 

 

 

新人事評価制度は 28

年度開始のため「新」

を削除 

 

 

新人事制度が施行さ

れたことに伴い表現を

変更し、今後の重点課

題となる新制度の運用

を通じた人材育成につ

いて記載 
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⑤ リスク管理 

リスク管理については、大規模自然災害が発生した場

合であっても、協会事業の継続・早期の復旧を図るた

め、引き続き事業継続計画の整備を進める。 

また、自然災害以外のリスクも含め、事態が深刻化し

た場合に想定される被害が大きく、かつ協会に脆弱性の

あるリスクを洗い出し、より幅広いリスクに対応できるリス

ク管理体制の強化を検討する。 

さらに、危機管理能力の向上のための研修や訓練を

実施するなど、危機管理体制の整備を進める。 

 

（２）人材育成の推進 

「ＯＪＴ（On the Job Training）」「集合研修」「自己啓発」を

効果的に組み合わせた人材育成制度の定着を図る。 

「自ら育つ」という成長意欲を持ち、日々の業務遂行を通じ

て「現場で育てる」という組織風土を醸成する。 

 

また、役割定義を踏まえた職員のキャリア形成を計画的か

つ効果的に行うための階層別研修を実施するとともに、重点

的な分野を対象とした業務別研修を実施するとともに、支部

の実情に応じて研修テーマを設定できる支部研修の充実を

図る。 

その他、オンライン研修の実施や通信教育講座の斡旋な

⑤ リスク管理 

リスク管理については、大規模自然災害が発生した場

合であっても、協会事業の継続・早期の復旧を図るた

め、引き続き事業継続計画の整備を進める。 

また、自然災害以外のリスクも含め、事態が深刻化し

た場合に想定される被害が大きく、かつ協会に脆弱性の

あるリスクを洗い出し、より幅広いリスクに対応できるリス

ク管理体制の強化を検討する。 

さらに、危機管理能力の向上のための研修や訓練を

実施するなど、危機管理体制の整備を進める。 

 

（２）人材育成の推進 

  「ＯＪＴ（On the Job Training）」「集合研修」「自己啓発」を

効果的に組み合わせた新たな人材育成制度の定着を図る。 

職員一人ひとりが「人を育てる」という意識を持ち、日々の業

務遂行を通じて職員の育成に関わるという組織風土を醸成

する。 

また、新たに設定された役割定義を踏まえた職員のキャリ

ア形成を計画的かつ効果的に行うための階層別研修を実施

するとともに、重点的な分野を対象とした業務別研修を実施

する。 

    

その他、オンライン研修の実施や通信教育講座の斡旋な
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ど多様な研修機会の確保を図り、自己啓発に対する支援を

行う。 

 

（３）業務改革・改善の推進 

各支部の創意工夫を提案・検討できる機会を作り具体的

な改革・改善を実現していくため、地域ごとに支部が中心とな

った業務改革会議等を実施する。 

 

業務・システム刷新の機能等を十分に活用した業務の実

施や職員の配置等の不断の点検等を通じて、職員のコア業

務や企画的業務への重点化を進める。 

 

 

 

（４）経費の節減等の推進 

引き続き、サービス水準の確保に留意しつつ業務の実施

方法見直しの検討を行うとともに、競争入札や全国一括入

札、消耗品の web 発注を活用した適切な在庫管理等によ

り、経費の節減に努める。 

調達や執行については、調達審査委員会のもと、これらを適

切に管理するとともに、ホームページに調達結果等を公表す

ることにより、透明性の確保に努める。 

ど多様な研修機会の確保を図る。 

 

 

（３）業務改革・改善の推進 

地域毎に複数の支部で構成された業務改革会議等を実

施し、より良いサービスの標準化を目指す。各支部の創意工

夫を提案・検討できる機会を作り具体的な改革・改善を実現

していく。 

健康保険給付申請書の入力業務や、保険証や支給決定

通知書等の作成・発送業務については、集約化しアウトソー

スを行うとともに、業務及びそのプロセスや職員の配置等の不

断の点検等を通じて、職員のコア業務や企画的業務への重

点化を進める。 

 

（４）経費の節減等の推進 

引き続き、サービス水準の確保に留意しつつ業務の実施

方法見直しの検討を行うとともに、競争入札や全国一括入

札、消耗品の web 発注を活用した適切な在庫管理等によ

り、経費の節減に努める。 

調達や執行については、調達審査委員会のもと、これらを適

切に管理するとともに、ホームページに調達結果等を公表す

ることにより、透明性の確保に努める。 

 

 

 

 

文言の適正化 

 

 

 

業務・システム刷新サ

ービスイン後の状況を

踏まえ内容を変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



- 29 - 

 

 



- 30 - 

 

新（平成 29年度） 現（平成 28年度） 変更理由 

協会の運営に関する各種指標（29 年度健康保険関係数値）につい

て 

【目標指標】 

サービス関係指標 

サービススタン

ダードの遵守 

健康保険給付の受付から振込

までの日数の目標（10 営業

日）の達成率 

100％ 

健康保険給付の受付から振込

までの日数 
10営業日以内 

保健事業関係指標 

健診の実施 特定健康診査実施率 

被保険者

58.0％ 

被扶養者

35.9％ 

事業者健診の

取得 
事業者健診のデータの取込率 

16.2％（被保険

者） 

保健指導の実

施 
特定保健指導実施率 

被保険者

14.5％ 

被扶養者 

4.1％ 

協会の運営に関する各種指標（28 年度健康保険関係数値）につい

て 

【目標指標】 

サービス関係指標 

サービススタン

ダードの遵守 

健康保険給付の受付から振込

までの日数の目標（10 営業

日）の達成率 

100％ 

健康保険給付の受付から振込

までの日数 
10営業日以内 

保健事業関係指標 

健診の実施 特定健康診査実施率 

被保険者

53.2％ 

被扶養者

30.0％ 

事業者健診の

取得 
事業者健診のデータの取込率 

13.7％（被保険

者） 

保健指導の実

施 
特定保健指導実施率 

被保険者

15.2％ 

被扶養者 

4.1％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二期実施計画65％

に合わせて設定。 
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医療費適正化等関係指標 

レセプト点検効

果額 

加入者 1 人当たり診療内容等

査定効果額（医療費ベース） 
143円以上 

ジェネリック医

薬品の使用促

進 

ジェネリック医薬品使用割合

（数量ベース） 
72.1％ 

加入者・事業主

への広報 

メールマガジンの新規登録件

数 
13,000件 

 

【検証指標】 

各種サービスの利

用状況 

インターネットによる医療費通知の利用件数 

任意継続被保険者の口座振替利用率 

事務処理誤りの防

止 
「事務処理誤り」発生件数 

お客様からの苦情・

意見・お礼 
お客様からの苦情・意見・お礼の受付件数 

お客様満足度 

・窓口サービス全体としての満足度 

・職員の応接態度に対する満足度 

・訪問目的の達成度 

 

 

医療費適正化等関係指標 

レセプト点検効

果額 

加入者 1 人当たり診療内容等

査定効果額（医療費ベース） 
123円以上 

ジェネリック医

薬品の使用促

進 

ジェネリック医薬品使用割合

（数量ベース） 
65.1％ 

加入者・事業主

への広報 

メールマガジンの新規登録件

数 
13,000件 

 

【検証指標】 

各種サービスの利

用状況 

インターネットによる医療費通知の利用件数 

任意継続被保険者の口座振替利用率 

事務処理誤りの防

止 
「事務処理誤り」発生件数 

お客様の苦情・意

見 
苦情・意見の受付件数 

お客様満足度 

・窓口サービス全体としての満足度 

・職員の応接態度に対する満足度 

・訪問目的の達成度 

・窓口での待ち時間の満足度 

・施設の利用の満足度 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来より検証指標とし

ていたお礼を明確化し

た。 

調査項目数が多くアン

ケートに応じられない

方が多かったため、調

査項目数を見直し、満

足度向上に大きく影響



- 32 - 

 

レセプト点検 

・加入者 1人当たり資格点検効果額 

・加入者 1人当たり外傷点検効果額 

・加入者 1人当たり内容点検効果額 

健診・保健指導の

効果 

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の

減少率 

・特定保健指導利用者の改善状況 

ホームページの利

用 

・ホームページへのアクセス件数 

・ホームページの利用目的達成度 

都道府県との連携 

・都道府県医療費適正化計画にかかる検討

会への参加支部数 

・都道府県ジェネリック使用促進協議会への

参加支部数 

申請・届出の郵送

化 
申請・届出の郵送化率 

業務の効率化・経

費の削減 

 

 

・随意契約の割合（件数）、内訳 

・コピー用紙等の消耗品の使用状況 

 

 

（注）「都道府県との連携」に関して、都道府県によっては協議会・検討会が設置されていない場合

や名称が異なる場合がある。 

（注）検証指標については、目標の設定が馴染まないまたは具体的な数値目標の設定が困難である

が、運営状況を数値により検証、確認することが必要と考えられる指標をまとめたものであり、運

営状況を踏まえて、今後、適宜追加。 

 

レセプト点検 

・加入者 1人当たり資格点検効果額 

・加入者 1人当たり外傷点検効果額 

・加入者 1人当たり内容点検効果額 

健診・保健指導の

効果 

・メタボリックシンドローム該当者及び予備群の

減少率 

・特定保健指導利用者の改善状況 

ホームページの利

用 

・ホームページへのアクセス件数 

・ホームページの利用目的達成度 

都道府県との連携 

・都道府県医療費適正化計画にかかる検討

会への参加支部数 

・都道府県ジェネリック使用促進協議会への

参加支部数 

申請・届出の郵送

化 
申請・届出の郵送化率 

業務の効率化・経

費の削減 

・健康保険給付担当職員の 1人当たり給付業

務処理件数 

・随意契約の割合（件数）、内訳 

・コピー用紙等の消耗品の使用状況 

 

 

（注）「都道府県との連携」に関して、都道府県によっては協議会・検討会が設置されていない場合

や名称が異なる場合がある。 

（注）検証指標については、目標の設定が馴染まないまたは具体的な数値目標の設定が困難である

が、運営状況を数値により検証、確認することが必要と考えられる指標をまとめたものであり、運

営状況を踏まえて、今後、適宜追加。 

 

を及ぼすものに重点化

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務効率化を検証す

る指標としてふさわしく

ないと思われるため。 
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Ⅲ．事業体系 

事  項 内  容 

保険運

営の企

画 

運営委員会・

評議会の運営 

○本部に運営委員会、各都道府県に

評議会を設置し、その運営を行う。 

保険料率の設

定 
○都道府県単位保険料率を設定する。 

財政運営 ○健康保険の財政運営を行う。 

運営の企画 

○加入者の疾病の予防や健康増進、

医療等の質の確保、医療費適正化

や業務改革、サービス向上等に関す

る企画を行い、保険者機能の発揮に

より取組みの総合的推進を図る。 

○ジェネリック医薬品の使用促進を図

る。 

調査分析・統

計 

○医療費等に関する調査分析を行うと

ともに、統計を作成する。 

広報・情報発

信等 

○広報、関係方面への情報発信や情

報提供を行う。 

健康保

険給付

等 

保険証の交付 
○保険証の交付や被扶養者資格の再

確認等を行う。 

保険給付 
○健康保険の給付を行う。 

・現物給付（保険医療機関等に対しては社

Ⅲ．事業体系 

事  項 内  容 

保険運

営の企

画 

運営委員会・

評議会の運営 

○本部に運営委員会、各都道府県に

評議会を設置し、その運営を行う。 

保険料率の設

定 
○都道府県単位保険料率を設定する。 

財政運営 ○健康保険の財政運営を行う。 

運営の企画 

○加入者の疾病の予防や健康増進、

医療等の質の確保、医療費適正化

や業務改革、サービス向上等に関す

る企画を行い、保険者機能の発揮に

より取組みの総合的推進を図る。 

○ジェネリック医薬品の使用促進を図

る。 

調査分析・統

計 

○医療費等に関する調査分析を行うと

ともに、統計を作成する。 

広報・情報発

信等 

○広報、関係方面への情報発信や情

報提供を行う。 

健康保

険給付

等 

保険証の交付 
○保険証の交付や被扶養者資格の再

確認等を行う。 

保険給付 
○健康保険の給付を行う。 

・現物給付（保険医療機関等に対しては社
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会保険診療報酬支払基金を通じて医療

費を支払う。） 

・現金給付（傷病手当金、高額療養費、出

産手当金、出産育児一時金、埋葬料、療

養費等） 

レセプトの点検 
○レセプトの資格点検・外傷点検・内容

点検を行う。 

債権の回収等 

○債権の新規発生を防止するとともに、

発生した債権を適正に管理し、回収

する。 

任意継続被保

険者業務 

○任意継続被保険者の資格の登録、

保険料の収納等を行う。 

窓口サービス・

相談 

○支部や年金事務所に職員を配置ま

たは外部委託により各種申請等の受

付や相談等の窓口サービスを行う。 

情報提供 
○医療費通知やインターネットを活用し

た医療費に関する情報提供を行う。 

保健事

業 
健診 

○被保険者 

 各支部が契約する健診機関により、生

活習慣病予防健診（一般健診、付加

健診、乳がん検診、子宮頸がん検

診）、肝炎ウイルス検査を年齢、性別

により実施し、その費用の一部を負担

会保険診療報酬支払基金を通じて医療

費を支払う。） 

・現金給付（傷病手当金、高額療養費、出

産手当金、出産育児一時金、埋葬料、療

養費等） 

レセプトの点検 
○レセプトの資格点検・内容点検・外傷

点検を行う。 

債権の回収等 

○債権の新規発生を防止するとともに、

発生した債権を適正に管理し、回収

する。 

任意継続被保

険者業務 

○任意継続被保険者の資格の登録、

保険料の収納等を行う。 

窓口サービス・

相談 

○支部や年金事務所に職員を配置ま

たは外部委託により各種申請等の受

付や相談等の窓口サービスを行う。 

情報提供 
○医療費通知やインターネットを活用し

た医療費に関する情報提供を行う。 

保健事

業 
健診 

○被保険者 

 各支部が契約する健診機関により、生

活習慣病予防健診（一般健診、付加

健診、乳がん検診、子宮頸がん検

診）、肝炎ウイルス検査を年齢、性別

により実施し、その費用の一部を負担
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する。 

また、事業者健診を受診している被

保険者の健診データの取得も行う。 

○被扶養者 

 各支部と他の保険者が共同で地域医

師会と契約し、また健診機関の中央

団体と協会単独で契約するなどした

健診機関により、特定健診を実施す

る。 

【国の定めた目標値】 

・特定健康診査実施率：65.0％（29年

度） 

保健指導 

○被保険者については、保健師が事業

所を訪問し、健診結果に基づき保健

指導（情報提供、動機づけ支援、積

極的支援、その他支援）を実施する

ほか、外部委託を活用する。 

○被扶養者については、他の保険者と

共同して地域の医師会等と契約する

とともに、協会単独で特定保健指導

機関の中央団体等と契約し、利用券

を配布し、地域の特定保健指導機関

で特定保健指導が受けられるように

する。 

また、事業者健診を受診している被

保険者の健診データの取得も行う。 

○被扶養者 

各支部と他の保険者が共同で地域 

医師会と契約し、また健診機関の中

央団体と協会単独で契約するなどし

た健診機関により、特定健診を実施

する。 

【国の定めた目標値】 

・特定健康診査実施率：65.0％（29年

度） 

保健指導 

○被保険者については、保健師が事業

所を訪問し、健診結果に基づき保健

指導（情報提供、動機づけ支援、積

極的支援、その他支援）を実施する

ほか、外部委託を活用する。 

○被扶養者については、他の保険者と

共同して地域の医師会等と契約する

とともに、協会単独で特定保健指導

機関の中央団体等と契約し、利用券

を配布し、地域の特定保健指導機関

で特定保健指導が受けられるように
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し、その費用の一部を負担する。 

【国の定めた目標値】 

・特定保健指導実施率：30.0％（29 年

度） 

健康づくり事業 

○健診データやレセプトデータを分析

し、各支部の特性に応じた「データヘ

ルス計画」により、健康づくりや疾病予

防等を実施する。 

○健康増進や疾病予防のための運動

プログラムの実施や教育、相談、普

及啓発のための広報等を行う。 

未治療者への

受診勧奨 

○生活習慣病の重症化を防ぐために健

診の結果、要治療と判定されながら

治療していない者に対して受診を促

し、確実に医療に繋げる。 

福祉事

業 

高額療養費等

の貸付 

○高額療養費や出産費用の貸付を行

う。 

その他 
健康保険委員

の活動強化 

○健康保険委員の活動を活性化する

ための研修会の開催や必要な情報

提供等を行う。 

○健康保険委員の委嘱を行う。 
 

し、その費用の一部を負担する。 

【国の定めた目標値】 

・特定保健指導実施率：30.0％（29 年

度） 

健康づくり事業 

○健診データやレセプトデータを分析

し、各支部の特性に応じた「データヘ

ルス計画」により、健康づくりや疾病予

防等を実施する。 

○健康増進や疾病予防のための運動

プログラムの実施や教育、相談、普

及啓発のための広報等を行う。 

未治療者への

受診勧奨 

○生活習慣病の重症化を防ぐために健

診の結果、要治療と判定されながら

治療していない者に対して受診を促

し、確実に医療に繋げる。 

福祉事

業 

高額療養費等

の貸付 

○高額療養費や出産費用の貸付を行

う。 

その他 
健康保険委員

の委嘱等 

○健康保険委員の委嘱を行う。 

○健康保険委員の活動を強化するた

め、研修会の開催や必要な情報提

供等を行う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康保険委員の活動

強化に重点方針を移

すこととしたため。 
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新（平成 29年度） 現（平成 28年度） 変更理由 

Ⅰ. 事業運営の基本方針  

協会が保険者として船員保険事業を運営するに当たっては、

協会の理念（基本使命・基本コンセプト）を踏まえた上で、「船

員保険事業を通じ、 わが国の海運と水産を支える船員と家族の

皆様の健康と福祉の向上に全力で取り組む」という基本的な考

え方に立って、加入者や船舶所有者の意 見を反映する。自主自

律かつ公正で効率的な事業運営に取り組む。 

第一に、 船員労働の特殊性に応じた事業ニーズを十分踏まえ

た事業運営に努めるとともに、船員保険協議会における十分な

議論などを通じて、船員関係者のご意見を適切に反映する。ま

た、加入者や船舶所有者の視点に立って積極的に情報提供等を

行う。 

第二に、健診結果データ等の分析に基づき、加入者の健康の

保持増進を図るための事業計画として策定した船員保険データ

ヘルス計画について、第１期最終年度の取組みを着実かつ効果

的に実施すること等を通じて、加入者の健康づくりを効果的か

つ効率的に支援、促進し、ひいては医療費負担の軽減を実現す

ることができるよう努める。加えて、第１期の実施状況の検証

と船員保険における健康課題を踏まえ、第２期の船員保険デー

タヘルス計画を策定する。 

Ⅰ. 事業運営の基本方針  

１ 協会が保険者として船員保険事業を運営するに当たっては、

協会の理念（基本使命・基本コンセプト）を踏まえた上で、「船

員保険事業を通じ、わが国の海運と水産を支える船員と家族の

皆様の健康と福祉の向上に全 力で取り組む」という基本的な

考え方に立って、加入者や船舶所有者の意見を反映した、自主

自律かつ公正で効率的な事業運営に取り組む。 

 

 

 

 

 

  また、健診結果データ等の分析に基づき、加入者の健康の保

持増進を図るための事業計画として策定した「船員保険データ

ヘルス計画」について、２年目の取組みを着実かつ効果的に実

施すること等を通じて、加入者の健康づくりを効果的かつ効率

的に支援、促進し、ひいては医療費負担の軽減を実現すること

ができるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文章の適正化(記載

場所の移動 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 期の船員保険 

データヘルス計画

の策定について明

記 

平成 29年度事業計画【船員保険事業関係】新旧対照表 
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併せて、特定健康診査や特定保健指導の実施率の向上を図る

ための各種取組みをより強化するとともに、加入者一人ひとり

の生涯を通じた健康生活の支援や船舶所有者における健康づく

りの支援を推進するなど、総合的な取組みを継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三に、中期的な財政見通しや医療保険制度改革の影響等を

踏まえ、保険者としての健全な財政運営に努める。 

また、加入者の負担を軽減し、効率的な医療の提供を図るた

め、自動点検機能を活用したレセプト点検の効果的な実施、医

療費通知やジェネリック医薬品の使用拡大などの取組みを推進

２ 平成 28 年度においては、 

(1)  船員労働の特殊性に応じた事業ニーズを十分踏まえた事業

運営に努めるとともに、加入者や船舶所有者の視点に立って積

極的に情報提供等を行うほか、サービススタンダードを年間を

通じ達成するなど、常にサービスの向上を図る。 

 

(2)  特定健康診査や特定保健指導の実施率の向上を図るための

各種取組みをより強化するとともに、 加入者一人ひとりの生涯

を通じた健康生活の支援 や船舶所有者における健康づくりの

支援を推進するなど、総合的な取組みを継続する。 

 

(3)  さらに、加入者の負担を軽減し、効率的な医療の提供を図る

ため、自動点検機能を活用したレセプト点検の効果的な実施、

医療費通知やジェネリック医薬品の使用拡大などの取組みを推

進する。 

 

 

３ 事業運営に当たっては、 

(1)  中期的な財政見通しや医療保険制度改革の影響等を踏まえ、

保険者としての健全な財政運営に努める。また、国による社会

保障・税番号制度の実施状況に合わせて、随時、協会において、

日本年金機構ほか関係機関との調整状況を踏まえ、必要な対応

を検討・実施する。 
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するとともに、サービススタンダードを年間を通じ達成するな

ど、常にサービスの向上に努める。 

 

 

 

 

併せて、PDCA（計画、実行、評価、改善）サイクル等を通じ

た効率化や日本年金機構等の関係機関との連携に努める。 

なお、平成 29 年度から他機関との連携が開始されるマイナン

バー制度について、随時、日本年金機構ほか関係機関との調整

を行い、安定的な運用を図る。 

 

 

 

(2)  船員保険協議会における十分な議論などを通じて、船員関係

者のご意見を適切に反映するとともに、積極的な広報・情報開

示に努める。  

 

(3)  PDCA（計画、実行、評価、改善）サイクル等を通じた効率化

や日本年金機構等の関係機関との連携に努める。 
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Ⅱ．重点事項  

 

１．保険運営の企画・実施   

(1)  保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進  

加入者の健診結果データ及びレセプトデータ等の収集・分析

による加入者の健康状態の特性の把握に努める。また、船員保

険の健康課題であるメタボリスク保有率及び喫煙率の減少を目

標として船員保険データヘルス計画を着実に実施するととも

に、ＰＤＣＡサイクルに則り、第２期の船員保険データヘルス

計画を策定する。 

加えて、加入者の疾病の予防や健康増進、さらには医療費の

適正化を推進するため、以下の取組み等を総合的に推進する。 

○ 加入者や船舶所有者に対する積極的な情報提供及び意見収

集 

○ ジェネリック医薬品の更なる使用促進 

○ レセプト点検の効果的な推進 

○ 保健・福祉事業の効果的な推進 

 

 

(2) 情報提供・広報の充実 

利用者の立場からわかりやすい、時宜を得た情報提供・広報

を積極的かつ計画的に実施する。 

Ⅱ．重点事項  

 

１．保険運営の企画・実施   

(1)  保険者機能の発揮による総合的な取組みの推進 

加入者の健診結果データ、レセプトデータ等の収集、分析体

制の整備、強化を図り、加入者の健康状態の特性の把握に努め

るとともに、船員保険の健康課題であるメタボリスク保有率及

び喫煙率の減少を目標として「船員保険データヘルス計画」を

着実に実施する。  

 

加えて、加入者の疾病の予防や健康増進、さらには医療費の

適正化を推進するため、以下の取組み等を総合的に推進する。 

○ 加入者や船舶所有者に対する積極的な情報提供及び意見

収集 

○ 保健・福祉事業の効果的な推進 

○ ジェネリック医薬品の更なる使用促進 

○ レセプト点検の効果的な推進 

○ 外部委託の活用を含めたレセプトデータ等の収集、分析体

制の整備、強化 等 

(2) 情報提供・広報の充実 

・加入者や船舶所有者に対する情報提供や広報については、利

用者の立場からわかりやすい、時宜を得た情報提供を積極的

 

 

 

 

 

 

 

第 2 期の船員保険

データヘルス計画

の策定を明記 

 

 

 

 

 

 

外部委託は上段に

記載しているため

削除 

 

紙媒体による広報

の優先度を上げた

ため記載内容の順
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① 幅広い広報を実施するため、船員保険制度の説明パンフレッ

トを労働基準監督署や年金事務所等の関係機関に配置すると

ともに、日本年金機構と連携を図り、船舶所有者に送付する

保険料納入告知書に船員保険事業のチラシを同封する。 

② 船員保険の運営状況等について理解を深めていただくため、

年に一度、加入者や船舶所有者等に「船員保険通信」を送付

する。 

 

 

 

③ 関係団体の協力を得て、船員関係機関誌や海運関係機関誌等

による情報提供を効果的に活用するなど、定期的かつ効率的

な広報を実施する。 

④ ホームページにタイムリーな情報記事を掲載するほか、メー

ルマガジンの利用者の拡大に努め、積極的かつ定期的な情報

提供を行う。 

 

 

 

かつ計画的に実施する。 

・情報提供等に当たっては、ホームページ、メールマガジン等の

電子媒体による広報の一環として、新たにソーシャルネットワ

ークサービスを活用した広報を実施するとともに、インターネ

ットを利用されない方々を含めた幅広い広報を実施するため、

船員保険制度の説明パンフレットを労働基準監督署や年金事

務所等の関係機関に配置するなど、紙媒体による情報提供、広

報についても実施する。 

・船員保険の運営状況等について理解を深めていただくため、

年に一度、加入者や船舶所有者等に「船員保険通信」を送付

するとともに、日本年金機構と連携を図り、船舶所有者に送

付する保険料納入告知書に船員保険事業のチラシを同封する

ほか、ホームページへタイムリーな情報記事を掲載し定期的

な情報提供を行う。 

・関係団体の協力を得て、船員関係機関誌や海運関係機関誌等

による情報提供を効果的に活用するなど、定期的かつ効率的

な広報を実施する。  

・メールマガジンについては、利用者の拡大に努め、積極的か

つ定期的な情報提供を行うとともに、船員保険事業の推進及

び加入者サービスの向上のため、加入者や船舶所有者のご意

見等を積極的に収集する。 

 

 

番を変更 

ＳＮＳを活用した

広報を削除 
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(3)  ジェネリック医薬品の使用促進 

ジェネリック医薬品の更なる使用促進に向け、広報を強化し、

ジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担額の軽減効果

等を通知するサービスについて、通知対象者の一層の拡大を図

った上で、年２回の通知を継続するとともに、ジェネリック医

薬品の希望を申し出いただく際に利用いただける「ジェネリッ

ク医薬品希望シール」を配付する。 

加えて、被保険者に比べて使用割合の低い被扶養者の使用促

進に向けて、被扶養者へ直接案内を送付する軽減額通知サービ

ス等の機会を活用して効果的な広報を実施する。 

 

(4)  健全かつ安定的な財政運営の確保 

中期的な財政見通しを踏まえ財政運営の状況を適切に把握・

検証し、医療費の適正化、業務改革、経費の削減等のための取

組みを強化するとともに、加入者の疾病予防、健康増進、医療

の質の向上等のための取組みを総合的に推進し、中長期的に安

定的な財政運営を確保する。  

また、船員保険の準備金については、安全確実かつ有利な管

理・運用を行うこととし、運用状況については、定期的に船員

保険協議会において報告する。 

 

 

 

(3)  ジェネリック医薬品の使用促進 

ジェネリック医薬品の更なる使用促進に向け、広報を強化し、

ジェネリック医薬品に切り替えいただいた場合の自己負担額の

軽減効果等を通知するサービスを、通知対象者の拡大を図った

上で、年２回の通知を継続するとともに、ジェネリック医薬品

の希望を申し出いただく際に利用いただける「ジェネリック医

薬品希望シール」を配付する。 

加えて、被保険者に比べて使用割合の低い被扶養者の使用促

進に向けて、被扶養者へ直接案内を送付する軽減額通知サービ

ス等の機会を活用して効果的な広報を実施する。 

 

(4)  健全かつ安定的な財政運営の確保 

中期的な財政見通しを踏まえ財政運営の状況を適切に把握・

検証し、医療費の適正化、業務改革、経費の削減等のための取

組みを強化するとともに、加入者の疾病予防、健康増進、医療

の質の向上等のための取組みを総合的に推進し、中長期的に安

定的な財政運営を確保する。  

また、船員保険の準備金については、安全確実かつ有利な管

理・運用を行うこととし、運用状況については、定期的に船員

保険協議会において報告する。 

 

 

 

 

 

 

通知対象レセプト

を3か月から4か月

へ拡大 
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２．船員保険給付等の円滑な実施  

(1)  サービス向上のための取組み  

加入者等のご意見や苦情等を迅速に業務に反映するよう、お

客様満足度調査を実施し、船員保険部内に設置したサービス向

上委員会においていただいたご意見等の改善等に向けた検討を

行うなど、更なるサービスの向上を図る。 

① 職務外給付については、サービススタンダード（申請の受付

から給付金の振込みまでの期間：10 営業日）の状況を適切に

管理し、年間を通じ 100％の達成を目標に着実に実施する。 

② 申請書等の様式や記載要領等について、加入者等からみてわ

かりやすいものとなるよう、改善に努めるとともに、簡素化

を図る。 

 

(2)  高額療養費制度の周知  

① 平成 29 年 8 月及び平成 30 年 8 月に 2 段階で実施される、

70歳以上の高齢者に係る自己負担限度額の見直しについて周

知する。 

② 高額療養費の支給決定通知書に、限度額適用認定の利用をご

案内するチラシを同封する等、限度額適用認定証の更なる利

用促進を図る。また、高額療養費の未申請者に対し、支給申

請の勧奨を行う。 

  

 

２．船員保険給付等の円滑な実施  

(1)  サービス向上のための取組み 

・職務外給付については、サービススタンダード（申請の受付

から給付金の振込みまでの期間：10 営業日）の状況を適切に

管理し、年間を通じ 100％の達成を目標に着実に実施する。  

・加入者等のご意見や苦情等を迅速に業務に反映するよう、お

客様満足度調査でのご意見等について、船員保険部内に設置

したサービス向上委員会において改善等に向けた検討を行う

など、更なるサービスの向上を図る。 

・申請書等の様式や記載要領等については、加入者等からみて

わかりやすいものとなるよう、改善に努めるとともに、簡素

化を図る。 

 

(2)  高額療養費制度の周知 

 

 

 

限度額適用認定証については、高額療養費が現物給付され利

便性が高いことなどを周知し、更なる利用促進に取り組む。ま

た、高額療養費の未申請者に対し、支給申請の勧奨を行う。 

 

(3) 制度改正の周知 

平成 28 年 4 月から改正される傷病手当金、出産手当金及び

 

文章の適正化(記載

場所の移動) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高額療養費制度に

おける自己負担限

度額の見直しの周

知を明記 

 

 

 

昨年度のような大

きな制度改正がな
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(3)  職務上の事由による休業手当金等の上乗せ給付等の申請勧奨   

厚生労働省より船員に係る労災保険の給付データの提供を受

け、職務上の事由による休業手当金等の上乗せ給付や特別支給

金等の未申請者に対する申請勧奨を漏れなく実施し、その着実

な支給を図る。  

 

(4)  保険給付等の業務の適正な実施  

① 職務外の事由による傷病手当金等の給付、職務上の事由に

よる休業手当金の上乗せ給付及び独自給付、経過措置として

協会が支給することとされた職務上の事由による年金、新た

な特別支給金などの保険給付等を正確かつ迅速に支払う。な

お、必要な場合には実地調査等を実施し、給付の適正化を図

る。 

② 下船後の療養補償について、医療機関等に療養補償証明書

を提出したときは、当該療養補償証明書を船員保険部に提出

する必要があること等、加入者や船舶所有者等に対し、適切

な申請がされるよう周知を図る。  

③ 柔道整復施術療養費について、多部位かつ頻回の施術が行

われている申請等に加え、長期受診となっている申請に対す

入院時食事療養費の改正内容について、加入者や船舶所有者等

に対して、ホームページや関係団体の広報誌等を通じて、周知

を図る。 

 

(4) 職務上の事由による休業手当金等の上乗せ給付等の申請勧奨 

厚生労働省より船員に係る労災保険の給付データの提供を受

け、未申請者に対し、職務上の事由による休業手当金等の上乗

せ給付や特別支給金等の申請勧奨を漏れなく実施し、その着実

な支給を図る。  

 

(5)  保険給付等の業務の適正な実施 

・職務外の事由による傷病手当金等の給付、職務上の事由によ

る休業手当金の上乗せ給付及び独自給付、経過措置として協

会が支給する こととされた職務上の事由による年金、新た

な特別支給金などの保険給付等を正確かつ迅速に支払う。な

お、必要な場合には実地調査等を実施し、給付の適正化を図

る。 

・下船後の療養補償について、医療機関等に療養補償証明書を

提出したときは、当該療養補償証明書を船員保険部に提出す

る必要があること等、加入者や船舶所有者等に対し、適切な

申請がされるよう周知を図る。 

・柔道整復施術療養費について、加入者等に対する文書照会等

を実施するなど、適正受診の促進を図るとともに、不適切な

いため削除 

 

 

 

 

 

文章の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期受診者に対す

る申請についても
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る文書照会等を実施するなど、適正受診の促進を図るととも

に、不適切な申請事例については厳格に対応する。 

 

(5)  レセプト点検の効果的な推進  

自動点検システムを活用し、東京支部との連携の下、効率的な

レセプト点検を実施するとともに、研修の充実、抽出条件等の蓄

積、点検員の知見・査定事例の共有化を推進し、点検技術の向上

に努め、点検効果額を引き上げる。 

 

(6)  被扶養者資格の再確認  

高齢者医療費に係る拠出金等の適正化及び被扶養者に該当しな

い者による無資格受診の防止を図るため、被扶養者資格の再確認

を、日本年金機構との連携の下、船舶所有者等の協力を得て、的

確に行う。 

 

(7)  無資格受診等の事由による債権の発生抑制及び早期回収  

債権の発生を抑制するため、加入資格を喪失された方からの保

険証回収について、文書等による催告などを通じて回収を促進す

る。 

また、不適正に使用された医療費等を早期に回収するため、資

格喪失後受診等により発生する返納金債権等については、文書等

による催告や支払督促等の一連の手続きにより早期かつ確実な回

収に努める。 

申請事例については厳格に対応する。 

 

 

(6)  レセプト点検の効果的な推進 

自動点検システムを活用し、東京支部との連携の下、効率的な

レセプト点検を実施するとともに、研修の充実、抽出条件等の蓄

積、点検員の知見・査定事例の共有化を推進し、点検技術の向上

に努め、点検効果額を引き上げる。 

 

(7)  被扶養者資格の再確認 

高齢者医療費に係る拠出金等の適正化及び被扶養者に該当しな

い者による無資格受診の防止を図るため、被扶養者資格の再確認

を、日本年金機構との連携の下、船舶所有者等の協力を得て、的

確に行う。 

 

(8)  無資格受診等の事由による債権の発生抑制及び早期回収  

債権の発生を抑制するため、加入資格を喪失された方からの保

険証回収について、文書等による催告などを通じて回収を促進す

る。 

また、不適正に使用された医療費等を早期に回収するため、資

格喪失後受診等により発生する返納金債権等については、文書等

による催告や支払督促等の一連の手続きにより早期かつ確実な回

収に努める。 

追加 
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３．保健事業の推進、強化  

(1)  保健事業の効果的な推進  

船員保険データヘルス計画について、加入者のメタボリスク保

有率及び喫煙率の減少という目標の達成に向け、取組みを着実か

つ効果的に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、第二期特定健康診査等実施計画を着実に実施し、特定健

康診査及び特定保健指導の実施率の向上を図る。 

 加えて、健診データ及びレセプトデータ等の分析結果を踏まえ、

30年度からの第二期船員保険データヘルス計画及び第三期特定健

康診査等実施計画を一体的に策定する。 

 

(2)  特定健康診査等の推進  

特定健康診査の受診率の向上を図るため、これまで取り組んで

３．保健事業の推進、強化  

(1)  保健事業の効果的な推進 

「船員保険データヘルス計画」について、加入者のメタボリス

ク保有率及び喫煙率の減少という目標の達成に向け、取組みを着

実かつ効果的に実施するとともに、その実施状況等を踏まえて、

PDCA サイクルに則って計画の内容を見直し、更新していくことに

より、加入者の 健康特性に応じた効果的かつ効率的な保健事業

の推進を図る。 

また、外部委託等の活用も含め、加入者の健診結果データ、レセ

プトデータ等の収集、分析体制の整備、強化に努めるほか、27 年

度に実施した、被保険者及び船舶所有者への健康づくりの支援に関

するアンケート調査の結果を踏まえ、効果的な保健事業の推進を図

る。 

 

(2)  特定健康診査及び特定保健指導の実施体制等の強化 

第二期特定健康診査等実施計画（平成 25 年度～平成 29 年度）

を着実に実施し、特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上

を図るため、以下の取組み等を推進する。 

 

 

 

 

・特定健康診査及び特定保健指導の実施に当たっては、受診率・

 

 

 

 

第 1 期データヘル

ス計画の最終年度

のため文章を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

データヘルス計画

及び特定健康診査

等の実施計画を一

体的に策定するこ

とを明記 

 

特定健診と特定保

健指導を分けて記
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きた健診等の実施体制の拡充、利用手続きの簡素化の取組みを推

進し、効果的な実施を図る。 

 

① 生活習慣病予防健診の実施機関数の増加に努めるほか、Ｇ

ＩＳ（地理情報システム）を活用した分析結果等に基づき、

巡回健診の必要性の高い地域に優先的に健診車を配置するな

ど、受診者の利便性の向上を図る。 

また、健診受診率及び満足度の向上を目的としたアンケー

ト結果等を踏まえ、健診費用の自己負担全額の軽減及び検査

項目の追加を検討する。 

② 被扶養者に対する健診の実施に当たっては、特定健康診査

に代えて生活習慣病予防健診の受診を可能とし、健診の利用

促進を図る。また、受診券の送付時に、特定健康診査と市町

村が実施するがん検診との同時受診に関する広報を行う。併

せて、被扶養者が多く居住している市町村と協議のうえ、特

定健康診査とがん検診とを同時に受診できる機会を増やす。 

なお、利用手続きを簡便化するため、被扶養者については、

健診等の案内とともに受診券を自宅（被保険者宅）へ直接送

付する。 

③ 生活習慣病予防健診の未受診者及び船舶所有者への船員手

帳健康証明書データの提供依頼を引き続き行うほか、船員手

帳健診受診後、早期に提供いただく取組みを推進する。また、

船員手帳健診実施機関から直接健診データの提供を受けられ

実施率の向上を図るため、これまで取り組んできた健診等の

実施体制の拡充、利用手続きの簡素化及び費用負担の軽減等

の取組みを推進し、効果的な実施を図る。 

・健診の実施体制の拡充に当たっては、生活習慣病予防健診の

実施機関数の増加に努め、より身近な場所での受診を可能と

することにより利便性の向上を図る。 

 

 

 

 

・被扶養者に対する健診の実施に当たっては、特定健康診査に

代えて生活習慣病予防健診の受診を可能とし、健診の利用促

進を図る。また、受診券の送付時に、特定健康診査と市町村

が実施するがん検診との同時受診に関する広報を併せて行

う。 

 

・利用手続きを簡便化するため、健診等の案内とともに直接受

診券を送付し、被扶養者については、その自宅（被保険者宅）

へ直接送付する。 

 

 

 

 

載 

 

 

健診実施体制の拡

充のため、ＧＩＳの

分析結果に基づい

た取組みを明記 

健診費用及び検査

項目の検討を明記 

 

 

 

 

被扶養者の受診機

会を増やす取組み

を明記 

 

 

 

現年度受診分を早

期提出を追加 
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るよう必要な環境整備を図る。 

 

(3)  特定保健指導の推進 

特定保健指導の実施に当たっては、保健指導の実施体制を拡充

するほか、特定保健指導を全国的に実施する事業者を活用した事

業所訪問による保健指導を推進し、特定保健指導利用者の拡大を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 加入者の健康増進等を図るための取組みの推進  

① 加入者の健康に対する意識の向上を図るとともに、生活習

慣病の重 症化予防及び特定保健指導の実施率の向上を図る

ため、健診結果に応じたオーダーメイドの情報提供を通じて、

健診受診者のうち生活習慣病のリスクがある方に対して、医

療機関への受診勧奨、再検査・精密検査の受診勧奨、特定保

健指導の利用勧奨、禁煙支援に関する情報提供を行う。 

なお、船員手帳健康証明書データ提供者に対しては、健康

 

 

 

・特定保健指導の実施に当たっては、健診と併せて委託してい

るこれまでの外部機関に加えて、新たに特定保健指導を全国

的に実施する事業者を活用し、特定保健指導の未利用者への

働きかけを強化することなどにより、特定保健指導利用者の

更なる拡大を図る。  

・特定健康診査の未受診者については、船員手帳健康証明書デ

ータ取得について、被保険者及び船舶所有者から収集する取

組みを継続するとともに、27 年度に実施した、船員手帳健診

実施機関に対する船員手帳健康証明書データの提供にかかる

意向調査を踏まえて、船員手帳健診実施機関から取得できる

仕組みの検討を行う。 

 

(3) 加入者の健康増進等を図るための取組みの推進 

・加入者の健康に対する意識の向上を図るとともに、生活習慣

病の重症化予防及び特定保健指導の実施率の向上を図るた

め、生活習慣病予防健診受診者、特定健康診査受診者及び 28

年度受診分の船員手帳健康証明書データの提供者に対して、

個人ごとに、健診結果に応じた生活習慣の改善策等をまとめ

たオーダーメイドの情報提供冊子を送付する。 

・27 年度受診分の船員手帳健康証明書データの提供者に対して

 

 

特定保健指導を全

国的に実施する事

業者を活用した推

進を明記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 年度は生活習慣

病のリスクがある

方に対してオーダ

ーメイドの情報提

供を実施すること

に伴い文言を修正 

 

過年度だけでなく
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づくりに関する情報提供等を行うことにより健康意識を高め

るきっかけづくりになるよう努める。 

② 健診データの分析結果等に基づき、船舶所有者ごとに加入

者の健康状況について取りまとめた、いわゆる事業所カルテ

を活用して、健康づくり意識の醸成をめざした取組み（コラ

ボヘルス）につなげる。 

③ 船員労働の特殊性を踏まえた健康づくりに関するリーフレ

ット等の配付や、ホームページへの健康情報の掲載等を通じ

て、加入者の健康意識の向上を図るとともに、健康づくりを

支援する。 

④ 関係団体等と連携の下、労使関係団体等による研修会や船

員労働安全衛生月間におけるイベント等の機会に、保健師等

の専門家を講師として派遣し、健康問題について理解、学習

いただく、出前健康講座等を積極的に推進することを通じて、

船舶所有者等における、加入者の健康づくりの取組みを支援、

促進する。 

⑤ 船員教育機関の協力を得て、セミナー講師を船員養成校等

に派遣し健康に関する特別講義を開催するなど、若年層に向

けた健康づくりの啓発等を行い、若いうちからの健康意識の

醸成を図る。 

 

 

は、健康づくりに関する情報提供等を行うことにより健康意

識を高めるきっかけづくりになるよう努めていく。 

・健診データの分析結果等に基づき、船舶所有者ごとに加入者

の健康状況について取りまとめた、いわゆる事業所カルテを

活用して、健康づくり意識の醸成をめざした取組み（コラボ

ヘルス）につなげる。 

 

 

 

 

・関係団体等と連携の下、労使関係団体等による研修会や船員

労働安全衛生月間におけるイベント等の機会に、保健師等の

専門家を講師として派遣し、健康問題について理解、学習い

ただく、出前健康講座等を積極的に推進することを通じて、

船舶所有者等における、加入者の健康づくりの取組みを支援、

促進する。 

 

 

 

 

・船員労働の特殊性を踏まえた食生活、運動、飲酒、喫煙等に

関する生活習慣の改善方法や歯科口腔保健等について、情報

提供冊子の配付やホームページへの健康情報の掲載等を通じ

現年度受診分の提

供医者に対して情

報提供等を行うこ

ととしたため修正 

 

 

冊子ではなくリー

フレットに変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

船員養成校の協力

を得て、29 年度よ

り若年層に向けた

取組みを明記 
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⑥ 地方自治体等が開催する海事イベント等に参加し、直接加

入者等と接する機会を設けるとともに、地方自治体等との連

携を深め、船員保険の健康づくり等の取組みを広く発信する。 

 

 

 

４．福祉事業の着実な実施    

船員労働の特殊性等を踏まえ、無線医療助言事業の運営及び洋

上救急医療事業の援護を行うとともに、船員のニーズ等を踏まえ

たきめ細やかな保養事業の実施を通じ、加入者等の福利厚生の向

上を図る。 

(1)  船員の健康と生命の安全を守る上で重要な役割を果たす無線

医療助言事業については、実施主体である横浜保土ヶ谷中央病

院及び東京高輪病院と連携を図るなど、事業の円滑かつ着実な

実施に努める。 

(2)  保養事業については、利用実態等を踏まえ、必要な見直し等

を行いつつ、利用者数の増加に向けた広報を行うことなどによ

り事業の円滑かつ着実な実施に努め、利用者の拡大を図る。 

特に、旅行代理店の契約宿泊施設を活用した保養事業につい

ては、これまでの郵送に加え新たに船員保険部のホームページ

からも宿泊費の補助を受けるための申請が行えるようにすると

て、加入者の健康意識の向上を図るとともに、加入者の健康

づくりを支援する。 

・地方自治体・関係団体等が開催するイベント等に参加し、直

接加入者等と接する機会を設けるとともに、地方自治体等と

の連携を深め、船員保険の健康づくり等の取組みを広く発信

する。 

 

 

４．福祉事業の着実な実施  

 船員労働の特殊性等を踏まえ、無線医療助言事業の運営及び洋

上救急医療事業の援護を行うとともに、船員のニーズ等を踏まえ

たきめ細やかな保養事業の実施を通じ、加入者等の福利厚生の向

上を図る。 

・船員の健康と生命の安全を守る上で重要な役割を果たす無線

医療助言事業については、実施主体である横浜保土ヶ谷中央

病院及び東京高輪病院と連携を図るなど、事業の円滑かつ着

実な実施に努める。 

・保養事業については、利用実態等を踏まえ、必要な見直し等

を行いつつ、利用者数の増加に向けた広報を行うことなどに

より事業の円滑かつ着実な実施を図る。 

・特に、旅行代理店の契約宿泊施設を活用した 保養事業及び

平成 27 年７月に宿泊施設がリニューアルオープンし、本格的

に営業を再開した船員保険総合福祉センター（みのたにグリ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旅行代理店を活用

した保養事業の利

用者数増加に向け
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ともに、年度上限宿泊数を 2 泊から 4 泊に引き上げる。 

 

 

 

５．組織運営及び業務改革   

健康保険事業と一体となって次のような取組みを推進する。 

(1)  組織や人事制度の適切な運営と改革 

①  実績や能力本位の人事の推進 

    協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するための個

人目標を設定し、日々の業務遂行を通じて目標達成できる仕

組みとした人事評価制度を適切に運用するとともに、その評

価を適正に処遇に反映することにより、実績や能力本位の人

事を推進する。 

②  協会の理念を実践できる組織風土・文化の更なる定着 

    平成 28 年度に導入した新たな人事制度の運用・活用を通じ

て、協会を支える人材を育成すること等により、加入者本位、

主体性と実行性の重視、自由闊達な気風と創意工夫に富んだ

組織風土・文化の更なる定着を図る。 

 

 

③ コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

    法令等規律の遵守（コンプライアンス）については、内部・

外部の通報制度を実施するとともに、研修等を通じて、その

ーンスポーツホテル）については、さらなる周知を図るため

効果的な広報を実施する。   

 

 

５．組織運営及び業務改革  

健康保険事業と一体となって次のような取組みを推進する。 

(1) 組織や人事制度の適切な運営と改革 

① 実績や能力本位の人事の推進 

    協会の理念の実現に向けて、組織目標を達成するための個

人目標を設定し、日々の業務遂行を通じて目標達成できる仕

組みとした新人事評価制度を適切に運用するとともに、その

評価を適正に処遇に反映することにより、実績や能力本位の

人事を推進する。 

② 協会の理念を実践できる組織風土・文化の更なる定着 

    加入者本位、主体性と実行性の重視、自由闊達な気風と創

意工夫に富んだ組織風土・文化の更なる定着に向けて、人事

評価制度の見直しの他、職員に期待する職員像を示すととも

に、等級ごとの職員の役割を明確化する等の人事制度全般の

改定の実施、協会のミッションや目標の徹底、研修の充実を

図る。 

③ コンプライアンス・個人情報保護等の徹底 

   法令等規律の遵守（コンプライアンス）については、内部・

外部の通報制度を実施するとともに、研修等を通じて、その

た取組みを明記 
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じた人材育成につ

いて記載 
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遵守を徹底する。また、個人情報保護や情報セキュリティに

ついては、各種規程の遵守やアクセス権限、パスワードの適

切な管理等を常時点検し、徹底する。 

④ リスク管理 

リスク管理については、大規模自然災害が発生した場合で

あっても、協会事業の継続・早期の復旧を図るため、引き続

き事業継続計画の整備を進める。 

また、自然災害以外のリスクも含め、事態が深刻化した場

合に想定される被害が大きく、かつ協会に脆弱性のあるリス

クを洗い出し、より幅広いリスクに対応できるリスク管理体

制の強化を検討する。 

さらに、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施す

るなど、危機管理体制の整備を進める。 

 

(2)  人材育成の推進 

「ＯＪＴ（On the Job Training）」「集合研修」「自己啓発」を効果

的に組み合わせた新たな人材育成制度の定着を図る。 

「自ら育つ」という成長意欲を持ち、日々の業務遂行を通じて

「現場で育てる」という組織風土を醸成する。 

また、役割定義を踏まえた職員のキャリア形成を計画的かつ効

果的に行うための階層別研修を実施するとともに、重点的な分野

を対象とした業務別研修を実施する。 

その他、オンライン研修の実施や通信教育講座の斡旋など多様

遵守を徹底する。また、個人情報保護や情報セキュリティに

ついては、各種規程の遵守やアクセス権限、パスワードの適

切な管理等を常時点検し、徹底する。 

④ リスク管理 

リスク管理については、大規模自然災害が発生した場合で

あっても、協会事業の継続・早期の復旧を図るため、引き続

き事業継続計画の整備を進める。 

また、自然災害以外のリスクも含め、事態が深刻化した場

合に想定される被害が大きく、かつ協会に脆弱性のあるリス

クを洗い出し、より幅広いリスクに対応できるリスク管理体

制の強化を検討する。 

さらに、危機管理能力の向上のための研修や訓練を実施す

るなど、危機管理体制の整備を進める。 

 

(2) 人材育成の推進 

「ＯＪＴ(On the Job Training）」「集合研修」「自己啓発」を効果

的に組み合わせた新たな人材育成制度の定着を図る。 

職員一人ひとりが「人を育てる」という意識を持ち、日々の業

務遂行を通じて職員の育成に関わるという組織風土を醸成する。 

また、新たに設定された役割定義を踏まえた職員のキャリア形

成を計画的かつ効果的に行うための階層別研修を実施するととも

に、重点的な分野を対象とした業務別研修を実施する。 

その他、オンライン研修の実施や通信教育講座の斡旋など多様
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な研修機会の確保を図り、自己啓発に対する支援を行う。 

 

(3)  業務改革・改善の推進 

業務及びそのプロセスや職員の配置等の不断の点検等を通じ

て、職員のコア業務や企画的業務への重点化を進める。 

 

(4)  経費の節減等の推進 

引き続き、競争入札や全国一括入札、消耗品の web 発注を活用

した適切な在庫管理等により、経費の節減に努める。 

調達や執行については、調達審査委員会のもと、これらを適切

に管理するとともに、ホームページにより調達結果等を公表する

ことにより、透明性の確保に努める。 

 

 

な研修機会の確保を図る。 

 

(3) 業務改革・改善の推進 

業務及びそのプロセスや職員の配置等の不断の点検等を通じ

て、職員のコア業務や企画的業務への重点化を進める。 

 

(4) 経費の節減等の推進 

引き続き、競争入札や全国一括入札、消耗品の web 発注を活用

した適切な在庫管理等により、経費の節減に努める。 

調達や執行については、調達審査委員会のもと、これらを適切

に管理するとともに、ホームページにより調達結果等を公表する

ことにより、透明性の確保に努める。 
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新（平成 29年度） 現（平成 28年度） 変更理由 

協会の運営に関する各種指標（平成 29 年度船員保険関係数値）

について 

 

【目標指標】 

サービス関係指標 

サービススタ

ンダードの遵

守 

職務外給付の受付から振込

までの日数の目標（10 営業

日）の達成率 

100％ 

職務外給付の受付から振込

までの日数 
10営業日以内 

保険証の交付 

資格情報の取得（年金事務所

からの回送）から保険証送付

までの平均日数 

3営業日以内 

疾病任意継続

被保険者の保

険証の交付 

資格取得申請の受付または

勤務していた船舶所有者に

おける資格喪失情報の取得

（年金事務所からの回送）の

いずれか遅い方から保険証

送付までの平均日数 

3営業日以内 

協会の運営に関する各種指標（平成 28 年度船員保険関係数値）

について 

 

【目標指標】 

サービス関係指標 

サービススタ

ンダードの遵

守 

職務外給付の受付から振込

までの日数の目標（10 営業

日）の達成率 

100％ 

職務外給付の受付から振込

までの日数 
10営業日以内 

保険証の交付 

資格情報の取得（年金事務所

からの回送）から保険証送付

までの平均日数 

3営業日以内 

疾病任意継続

被保険者の保

険証の交付 

資格取得申請の受付または

勤務していた船舶所有者に

おける資格喪失情報の取得

（年金事務所からの回送）の

いずれか遅い方から保険証

送付までの平均日数 

3営業日以内 
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保健事業関係指標 

健診の実施 特定健康診査実施率 

被保険者

45.0％ 

被扶養者

29.0％ 

 

船員手帳健康

証明データの

取得 

船員手帳健康証明データの

取得率 
45.0％ 

保健指導の実

施 
特定保健指導実施率 

被保険者

32.0％ 

被扶養者 

10.0％ 

 

医療費適正化関係指標 

レセプト点検

効果額 

加入者1人当たり診療内容等

査定効果額（医療費ベース） 
93円以上 

ジェネリック

医薬品の使用

促進 

ジェネリック医薬品使用割

合（数量ベース） 
72.4％ 

 

 

保健事業関係指標 

健診の実施 特定健康診査実施率 

被保険者

42.5％ 

被扶養者

24.0％ 

 

船員手帳健康

証明データの

取得 

船員手帳健康証明データの

取得率 
38.0％ 

保健指導の実

施 
特定保健指導実施率 

被保険者

25.0％ 

被扶養者 

8.0％ 

 

医療費適正化関係指標 

レセプト点検

効果額 

加入者1人当たり診療内容等

査定効果額（医療費ベース） 
133円以上 

ジェネリック

医薬品の使用

促進 

ジェネリック医薬品使用割

合（数量ベース） 
65.1％ 

 

 

 

 

 

第二期実施計画

に基づき設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 年度の診療内容等査定効果額は、保険者による内容点検に係る査定効
果額である。 

28 年度の診療内容等査定効果額には、上記のほか、厚生労働省による監
査等に基づく返還金に係る査定効果額(48円)が含まれている。 
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【検証指標】 

事務処理誤りの防

止 
「事務処理誤り」発生件数 

お客様からの苦

情・意見 
お客様からの苦情・意見の受付件数 

お客様満足度 

申請・手続き方法に対する満足度 

職員の応接態度に対する満足度 

サービス全体としての満足度 

レセプト点検 

加入者 1人当たり資格点検効果額 

加入者 1人当たり外傷点検効果額 

加入者 1人当たり内容点検効果額 

業務の効率化・経

費の削減 

 

 

随意契約の割合（件数）、内訳 

コピー用紙等の消耗品使用状況 

 

 

（注）検証指標については、目標の設定が馴染まないまたは具体的な数値目標の設定が困難であ

るが、運営状況を数値により検証、確認することが必要と考えられる指標をまとめたものであり、

運営状況を踏まえて、今後、適宜追加。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検証指標】 

事務処理誤りの防

止 
「事務処理誤り」発生件数 

お客様の苦情・意

見 
苦情・意見の受付件数 

お客様満足度 

申請・手続き方法に対する満足度 

職員の応接態度に対する満足度 

サービス全体としての満足度 

レセプト点検 

加入者 1人当たり資格点検効果額 

加入者 1人当たり外傷点検効果額 

加入者 1人当たり内容点検効果額 

業務の効率化・経

費の削減 

船員保険給付担当職員の 1人当たり給付業

務処理件数 

随意契約の割合（件数）、内訳 

コピー用紙等の消耗品使用状況 

 

 

（注）検証指標については、目標の設定が馴染まないまたは具体的な数値目標の設定が困難であ

るが、運営状況を数値により検証、確認することが必要と考えられる指標をまとめたものであり、

運営状況を踏まえて、今後、適宜追加。 
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Ⅲ．事業体系 

事  項 内  容 

保険運

営の企

画・実

施 

船員保険協議

会の運営 
○船員保険協議会の運営を行う。 

保険料率の設

定 

○必要に応じて、一般保険料率（疾

病保険料率・災害保健福祉保険料率）

及び介護保険料率の見直しを行う。 

財政運営 ○船員保険の財政運営を行う。 

運営の企画 

○加入者の疾病の予防や健康増進、

医療費適正化や業務改革、サービス

向上等に関する企画を行い、保険者

としての取組みの総合的な推進を図

る。 

統計 
○船員保険事業に関する統計を作成

する。 

広報・情報発

信等 

○広報、関係方面への情報発信や情

報提供を行う。 

船員保

険給付

等 

保険証の交付 

○保険証の交付や被扶養者資格の再

確認等を行う。 

・被保険者数 59 千人、被扶養者数

63 千人 

 

 

Ⅲ．事業体系 

事  項 内  容 

保険運

営の企

画・実

施 

船員保険協議

会の運営 
○船員保険協議会の運営を行う。 

保険料率の設

定 

○必要に応じて、一般保険料率（疾

病保険料率・災害保健福祉保険料率）

及び介護保険料率の見直しを行う。 

財政運営 ○船員保険の財政運営を行う。 

運営の企画 

○加入者の疾病の予防や健康増進、

医療費適正化や業務改革、サービス

向上等に関する企画を行い、保険者

としての取組みの総合的な推進を図

る。 

統計 
○船員保険事業に関する統計を作成

する。 

広報・情報発

信等 

○広報、関係方面への情報発信や情

報提供を行う。 

船員保

険給付

等 

保険証の交付 

○保険証の交付や被扶養者資格の再

確認等を行う。 

・被保険者数 59千人、被扶養者数

65 千人 
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保険給付 

○船員保険の保険給付を行う。 

【職務外疾病給付】 

・現物給付（保険医療機関等に対し

ては社会保険診療報酬支払基金を通

じて医療費の支払いを行う。） 

・現金給付（傷病手当金、高額療養

費、出産手当金、出産育児一時金、

家族出産育児一時金、療養費等） 

【職務上上乗せ給付・独自給付】 

・休業手当金、下船後の療養補償、

職務上年金（上乗せ給付）、行方不明

手当金 等 

レセプトの点

検 

○レセプトの資格点検・外傷点検・

内容点検を行う。 

・レセプト件数：1,346 千件（29

年度見込み） 

○自動点検機能を活用した効率的な

レセプト点検の実施 

債権の回収等 

○債権の発生を抑制するとともに、

発生した債権を適正に管理し、回収

する。 

疾病任意継続

被保険者業務 

○疾病任意継続被保険者の資格の登

録、保険料の収納等を行う。 

保険給付 

○船員保険の保険給付を行う。 

【職務外疾病給付】 

・現物給付（保険医療機関等に対し

ては社会保険診療報酬支払基金を通

じて医療費の支払いを行う。） 

・現金給付（傷病手当金、高額療養

費、出産手当金、出産育児一 時金、

家族出産育児一時金、療養費等） 

【職務上上乗せ給付・独自給付】 

 ・休業手当金、下船後の療養補償、

職務上年金（上乗せ給付）、行方不明

手当金 等 

レセプトの点

検 

○レセプトの資格点検・内容点検・

外傷点検を行う。 

 ・レセプト件数：1,355 千件（28

年度見込み） 

○自動点検機能を活用した効率的な

レセプト点検の実施 

債権の回収等 

○債権の発生を抑制するとともに、

発生した債権を保全し、回収する。 

 

疾病任意継続

被保険者業務 

○疾病任意継続被保険者の資格の登

録、保険料の収納等を行う。 
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・疾病任意継続被保険者：3 千人 

相談等 

○支部の窓口や本部船員保険部のコ

ールセンター機能を活用し、各種申

請書等の受付や相談等を行う。 

情報提供 
○医療費通知（医療費に関する情報

提供）等を行う。 

保健・

福祉事

業 

健診 

○外部委託事業者への委託により健

診事業を実施する。 

 ・被保険者（35 歳以上の者）につ

いては、生活習慣病予防健診を行い、

その費用の一部を負担する。 

 ・被扶養者（40 歳以上 74 歳まで）

については、特定健康診査又は生活

習慣病予防健診を行い、その費用の

一部を負担する。 

 ・生活習慣病予防健診受診者に対

し、胃部・胸部レントゲン検査、乳

がん・子宮頸がん検査、肝炎ウイル

ス検査を実施する。 

【国の定めた目標値（平成 29 年

度）】 

特定健康診査実施率：65.0％ 
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 ・被扶養者（40 歳以上 74 歳まで）

については、特定健康診査又は生活

習慣病予防健診を行い、その費用の

一部を負担する。 

 ・生活習慣病予防健診受診者に対

し、胃部・胸部レントゲン検査、乳

がん・子宮頸がん検査、肝炎ウイル
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【国の定めた目標値（平成 29 年

度）】 

特定健康診査実施率：65.0％ 
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保健指導 

○外部委託事業者への委託により特

定保健指導を実施する。 

 ・健診結果に基づき特定保健指導

（情報提供、動機付け支援、積極的

支援、その他支援）を実施する。 

【国の定めた目標値（平成 29 年

度）】 

特定保健指導実施率：30.0％ 

加入者の健康

支援 

○加入者の健康増進のための総合的

な取組を行う。 

無線医療助言

事業等 

○無線医療助言事業や洋上救急医療

援護事業等を行う。 

特別支給金等

の支給 

○特別支給金や就学等援護費の支給

を行う 

高額医療費等

の貸付 

○高額医療費や出産費用の貸付を行

う。 

保養事業 
○保養施設による保養事業等を行

う。 

その他 
保険料に係る

広報等 

○保険料の納付に関する広報や勧奨

を行う。 
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○保険料の納付に関する広報や勧奨

を行う。 
 


